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１．本事業の目的及び取組方針 

（１）目的 

我が国の食品関連事業者は、適正に食品表示を行うための各種の取組を日々行っている。

主には、食品表示基準（平成 27年内閣府令第 10号）に照らして表示すべき項目を自ら確認

し、不明点等があれば公的機関や販売先などにアドバイスや確認を求めたり、調達先の商品

カルテで確認したり、といった作業となるが、食品表示の確認のために時間や人員の確保が

必要なことや、質問事項に対する適切な照会先の確認に手間取り、速やかにアプローチでき

ない等の問題を抱えている事業者もある。特に経営資源に限りのある中小企業においては、

このような問題が事業遂行に与える影響は大きく、その解決が望まれている。具体的には、

食品表示を行うために必要な情報に容易にアプローチでき、その情報を踏まえて事業者が

負担感なく表示を行うことができるツールが求められている。 

食品関連事業者が適正に表示された食品を確実に提供することで、消費者の安全及び自

主的かつ合理的な選択の機会の確保につながるとともに、食品関連事業者にとっては、表示

を行う作業の負担が軽減されることによって新商品開発や販路拡大の取組が行いやすくな

ることも期待される。 

他方、中小企業が適正な表示を行うためには、国のみならず各自治体の支援が期待されて

おり、食品表示を行うために必要な情報等に簡便にアプローチできるツールの存在は、自治

体においても、管下の事業者を支援していく上で有用なものと考えられる。なお、現在 26

都道府県においては、独自に事業者向けの食品表示に関するマニュアル等を作成し、周知活

動を行っているところであるが、当該マニュアルの内容については、制度の周知に重点が置

かれており、実務の観点から適正な表示を行うための解説や留意点等の整理が十分になさ

れているとは言い難い。 

このような理由から、中小企業が食品表示を行う上で実務的・実践的かつ簡便に扱えるマ

ニュアルを作成し、普及啓発していくことが求められていると考える。 

 

（２）取組方針 

上記目的を踏まえると、中小・零細食品製造事業者が、食品表示を行う上で負担感なく、

簡便に参照できるマニュアルの作成と普及啓発のモデル事例を作り上げ、これを様々な自

治体に展開することが求められている。そのためには、表示作成に関する汎用的なマニュア

ルを作成するとともに、地域ごとに特産品を取り上げた形の表示例を用意していくことが

効果的な普及啓発に資するものと考えられる。 

そこで、上記目的に掲げた普及啓発を実施するために、「食品表示実践マニュアル」（以下

「マニュアル」という）及びその別冊「モデル自治体の特産品の表示例」（以下「表示例」

という）を作成することとした。 

 



4 
 

（３）モデル自治体の選定 

上記取組方針に照らして、次の基準を設定した上で、モデル自治体を選定した。 

①モデル自治体選定基準 

   本事業の目的・効果に鑑みると、簡便かつ正確で分かりやすいツールを作成すること

が期待されている自治体を選定し、当該地域における事業者の課題や問題点を明らか

にしていくことが求められていると考える。そこで、モデル自治体を次のステップで選

定した。 

   ステップ１ 独自に事業者向けの食品表示に関するマニュアル等を作成し、周知し

ている自治体ではないこと 

   ステップ２ 全産業のうち、食品製造業の占める割合が高いこと 

ステップ３ 食品製造業に従事する事業者のうち、中小規模の事業者が占める割合

が高いこと 

 ステップ４ 本事業への理解があり、協力を得られやすい関係にある自治体である

こと 

 

②モデル自治体の選定及び選定理由 

上記の選定基準を踏まえて、ステップごとの検討を重ねた結果、高知県をモデル自治

体として選定した。その選定理由については次のとおりである。 

ステップ１ 独自に事業者向けの食品表示に関するマニュアル等を作成し、周知し

ている自治体ではないこと 

26 都府県においては、既に独自の食品表示に関するマニュアル等を作成し、周

知を行っている。したがって残りの 21道県においては、独自のマニュアル等の作

成が行われていないことがわかった。 

既に作成している 26都府県のマニュアル等の内容を見ると、消費者庁作成の「知

っておきたい食品の表示」（消費者向け）又は「新しい食品表示制度（リーフレッ

ト）」に沿った内容であり、食品表示制度の周知に重点が置かれている一方、適正

な表示を行うための解説や留意点等についてはあまり整理されておらず、事業者

が利用するに際して簡便かつ実務的・実践的な内容を目指したものとまではいえ

ないものであった。なお、東京都のマニュアルについては、加工食品の一括表示作

成の手順を示す「フローチャート」が提示されていた。 

 

ステップ２ 全産業のうち、食品製造業の占める割合が高いこと 

上記１で抽出した 21 道県について、全産業のうち食品製造業が占める割合を確

認した。「表１ 全産業のうち食品製造業が占める割合」は「2019 年工業統計調査」

（経済産業省）から従業者数４名以上の事業所について、全国平均とこの 21道県

の事業所数、従業者数、出荷額の割合を比較したものである。これをみると北海道、
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岩手県、兵庫県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県及び鹿児島県の８道県について

は、全ての項目が全国平均を上回っていることが確認できた。 

 

    表１ 全産業のうち食品製造業が占める割合 

 

    

ステップ３ 食品製造業に従事する事業者のうち、中小規模の事業者が占める割合

が高いこと 

     本事業の目的が、中小企業に対して簡便かつ実務的・実践的なマニュアルの作成、

普及啓発である点に鑑み、ステップ３で抽出した８道県の食品製造業において、従

業者数４～29名の中小規模の事業者の占める割合を「2019年工業統計調査」（経済

産業省）から確認した。「表２ 食品製造業に従事する事業者のうち、中小規模の事

業者が占める割合」は、８道県の事業所数、従業者数、出荷額を比較したものであ

る。この結果、岩手県、香川県、高知県、長崎県及び鹿児島県の５県が全ての項目

について全国平均より高いことが分かった。その中で高知県が全ての項目で最も

高い割合となった。 

  

事業所数 従業者数（人） 出荷額等（百万円） 事業所数 従業者数 出荷額等

全国計 24,440 1,145,915 29,781,548 13.2% 14.7% 9.0%
北海道 1,747 79,096 2,210,705 34.5% 46.3% 34.9%
岩手 479 19,091 387,027 23.0% 21.7% 14.2%
秋田 302 7,571 112,492 17.7% 12.1% 8.4%
福島 462 16,207 316,426 13.1% 10.1% 6.0%
栃木 415 24,584 665,008 10.0% 11.9% 7.2%
埼玉 876 72,701 2,028,584 8.1% 18.2% 14.3%
新潟 687 34,193 800,604 13.1% 18.1% 15.8%
石川 373 11,998 182,009 13.3% 11.4% 5.8%
福井 195 4,722 59,386 9.3% 6.3% 2.6%
長野 608 22,620 579,477 12.6% 11.0% 9.0%
岐阜 439 17,455 379,022 8.0% 8.5% 6.4%
静岡 1,095 46,551 1,392,069 12.2% 11.3% 7.9%
京都 495 22,189 559,083 12.0% 15.3% 9.5%
兵庫 1,071 55,585 1,712,885 14.1% 15.3% 10.4%
奈良 205 8,953 252,513 11.2% 14.5% 11.6%
和歌山 374 8,703 185,340 22.5% 16.5% 6.8%
香川 391 14,564 344,826 21.4% 20.7% 12.5%
高知 293 6,169 105,004 26.0% 24.1% 17.7%
佐賀 278 16,629 361,938 21.2% 26.9% 17.5%
長崎 584 15,460 300,605 35.6% 27.5% 16.8%
鹿児島 663 25,678 698,153 32.7% 36.0% 33.7%

全産業のうち食料品製造業が占める割合食料品製造業の統計結果
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   表２ 食品製造業に従事する事業者のうち、中小規模の事業者が占める割合 

 

 

ステップ４ 本事業への理解があり、協力を得られやすい関係にある自治体である            

こと 

本事業を効率的かつ効果的に進めていくためには、モデル自治体の協力が不可

欠であることから、上記ステップ３で抽出した５県のうち、これまでの弊社との関

係で、協力を得やすい県を抽出した。抽出にあたって、国や自治体からの委託を受

けて過去３年間で実施した食品表示や HACCP 等のセミナーの実施件数をメルクマ

ールにしたところ、「表３ 各県で実施したセミナーの実施件数」のとおり、香川県、

高知県及び鹿児島県の３県が挙げられた。 

 

表３ 各県で実施したセミナーの実施件数 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

香川県 ０回 ３回 ３回 

高知県 ２回 ８回 ２回 

鹿児島県 ３回 １回 ０回 

 

     この中で、高知県が他の２県より数多くのセミナー実施の実績があり、弊社との

関係で協力が得やすい関係にあり、また、ステップ３で示したとおり、中小規模の

食品製造業の占める割合がもっとも高い県であることから、本事業におけるモデ

ル自治体として最適であると判断した。 

 

 

   

  

事業所数 従業者数（人） 出荷額等（百万円） 事業所数 従業者数 出荷額等

全国計 16,857 213,739 3,547,991 69.0% 18.7% 11.9%
北海道 1,121 15,939 361,382 64.2% 20.2% 16.3%
岩手 339 4,145 58,908 70.8% 21.7% 15.2%
兵庫 737 8,769 162,200 68.8% 15.8% 9.5%
香川 286 3,815 53,158 73.1% 26.2% 15.4%
高知 247 2,746 34,280 84.3% 44.5% 32.6%
佐賀 174 2,085 31,715 62.6% 12.5% 8.8%
長崎 484 4,730 47,785 82.9% 30.6% 15.9%
鹿児島 464 6,168 111,027 70.0% 24.0% 15.9%

従業者４～29名の食料品製造業の統計結果
従業者数4名以上の食料品製造業のうち

従業者数４～29名の食料品製造業が占める割合



7 
 

２．本事業の実施内容 

（１）食品関連事業者の取組状況等に関するアンケート 

①目的 

   簡便かつ正確で分かりやすいマニュアルの作成に必要な要件や、食品表示を行うに

当たって支障となっている事項を明らかにするために、食品関連事業者を対象とした

アンケートを行った。 

 

  ②アンケート項目 

   上記目的を踏まえ、事業者において 

・表示を行うために必要な情報の各プロセス（加工食品であれば、企画段階、製造準

備段階、製造段階、出荷・販売段階）での確認状況（適正な食品表示を行うための

取組状況に関する調査）  

・食品表示基準等の食品表示ルールにおいて、理解が進んでいない事項は何か（食品

表示制度に対する実施・確認状況に関する調査） 

を明らかにするためのアンケート項目を、加工食品製造事業者向け、生鮮食品生産事業

者又は生鮮食品販売事業者（以下「生鮮食品生産・販売事業者」という）向け及び添加

物製造事業者向けにそれぞれ検討した。また、後述するヒアリング対象事業者選定に資

するため、食品表示に関する悩み・課題等をアンケート項目に加えた。 

加工食品製造事業者、生鮮食品生産・販売事業者又は添加物製造事業者において確認

すべき食品表示ルールに関する質問事項が異なることから、アンケートの項目数は加

工食品製造事業者 13 項目、生鮮食品生産・販売事業者７項目、添加物製造事業者９項

目とした。なお、質問事項は次のとおり。 

ⅰ）新たな製品販売を企画する際の表示事項の確認状況 

・加工食品：個別の定義（食品表示基準別表第３）、個別の表示事項（食品表示基

準別表第４） 

・生鮮食品：個別の表示事項（食品表示基準別表第 24） 

・添加物：食品衛生法施行規則（昭和 23年厚生省令第 23号）別表１又は既存添加

名簿に掲げる添加物 

ⅱ）主要な表示ルールの確認状況 

・加工食品：原材料名、原料原産地名、添加物、アレルゲン表示、遺伝子組換え表

示、食品関連事業者（表示責任者）、製造所等、栄養成分表示及び消

費期限・賞味期限 

・生鮮食品：原産地名、内容量等の個別の表示事項及び名称等の容器包装に入れた

場合の包材以外の場所に表示できる事項 

・添加物：アレルゲン表示、使用の方法、食品関連事業者（表示責任者）、製造所

等及び栄養成分表示 



8 
 

ⅲ）適正な食品表示を行うための所定の取組に対する実施状況（全事業者共通） 

ⅳ）情報収集に関する悩み・課題（全事業者共通） 

ⅴ）表示を実践するに当たっての悩み・課題（全事業者共通） 

なお、事業者向けのアンケート調査票は別紙１のとおり。 

 

③アンケートの配付 

 高知県の協力を得て、高知県下の事業者をリストアップし、次のとおり配付した。 

 配付数：450 社（加工食品製造事業者 235社、生鮮食品生産・販売事業者 214社及

び添加物製造事業者１社） 

 方法：郵送 

 アンケート期間：令和２年 10月 12日～令和２年 10月 23日 

回収率向上のために、リストアップした事業者に対し、あらかじめアンケート調査に

協力いただくよう、電話による個別依頼を実施した。 

 

④アンケートの回収 

 回収数及び回収率は次のとおりであった。 

  回収数：90 社（加工食品製造事業者 60 社、生鮮食品生産・販売事業者 25 社、添

加物製造事業者１社及びその他食品関連事業者４社） 

      ※複数のアンケートに回答した事業者を「その他食品関連事業者」として

整理。 

 なお、全体の回収率は 20％であり、割合としては高いとはいえないが、下記のアン

ケート結果分析及びこれを踏まえたアクションに記したとおり、事業者が必要として

いるツールとして、フローチャート形式やチェックリスト形式のものを求めているこ

とが分かったことや、ヒアリング等でより具体的に情報収集すべき事項を明らかする

ことができたことから、本事業の目的に照らして、必要な情報は十分に収集できたもの

と考える。 

 

⑤アンケートの結果分析及びこれを踏まえたアクション 

簡便かつ正確で分かりやすいマニュアルの作成という目的に照らして得られた特記

すべきアンケート結果分析及びこれを踏まえたアクションは次のとおりである。 

ⅰ）加工食品 

〇適正な食品表示を行うための取組状況に関する調査 

アンケート結果は、次のとおりであった。 

・企画段階、準備段階、製造段階、販売段階別で、適正な表示を行うための取組

を実施している事業者の割合は次のとおりであった。 

企画段階（チェック項目数５か所）：55％～78％ 
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              準備段階（チェック項目数６か所）：47％～83％ 

              製造段階（チェック項目数３か所）：60％～83％ 

             販売段階（チェック項目数２か所）：67％～77％ 

・仕入先から加工食品の状態で原材料を仕入れている事業者を対象とした場合、

「その原材料に含まれるアレルゲン、遺伝子組換え食品や添加物等、自社の一

括表示に影響する項目を確認していない」社が６社あった。 

 

上記から、一部の事業者において、企画段階のレシピ確定から仕入れ、製造、包

装、出荷・販売に至るまでの各プロセスで、製造現場において食品表示を意識した

取組が行われていないことが分かった。このことから、表示事項の解説もさること

なら、現場の立場からは、企画、製造、販売の各段階における食品表示を行う上で

の確認すべき事項や留意点の情報提供が求められていることが分かった。 

 

そこで、マニュアルにおいては、食品表示を行う上での確認すべき事項を整理す

るためのフローチャートを作成し、確認の際の留意点を示すこととする。また、確

認した事項を踏まえて適正に食品表示を行うために事業者自らが確認すべき事項

をチェックリスト形式で整理する。このため、ヒアリングでは、事業者が各プロセ

スにおいてどのように製造現場で確認を行っているか、また、独自に工夫、留意し

ている点を聴取する。 

 

〇食品表示制度に対する実施・確認状況に関する調査 

ア 新たな製品を企画するときの食品表示基準の個別の定義（食品表示基準別表

第３）の確認について 

新製品を企画する際に、その製品が食品表示基準において個別の定義（食品表

示基準別表第３）に該当するかの確認が十分とはいえないと回答した事業者が

従業者数 51 名以上の事業者においては０社であったが、従業者数 50 名以下の

事業者においては、６社（従業者数１名以上５名以下で３社、６名以上 20名以

下で２社、21 名以上 50名以下で 1社）であった。その主な理由として、全ての

事業者が「個別の定義が分かりにくい」との回答していた。 

 

上記から、食品表示基準別表第３の定義に該当するかどうかが不明なまま、食

品表示を行うことは、個別の食品表示事項（食品表示基準別表第４）についても

その確認が十分行われていない可能性があると考える。特に、中小零細事業者が、

十分とはいえないと回答していることに注目し、このような事業者向けに簡便

に定義等に関する別表等の情報提供が求められていることがわかった。 
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そこで、マニュアルでは食品表示基準別表第３の定義に該当するかどうかを

判断するにあたって確認すべきことを記述する。また、食品表示基準別表第３は、

別表第４、別表第５、別表第 19、別表第 20 及び別表 22 とも関連があることか

ら、事業者が表示すべき事項やそれらの根拠となる食品表示基準の該当箇所等

を確認できるよう、フローチャート形式で整理できるよう検討する。 

また、上記フローチャートに盛り込むべき情報やその分かりやすさの程度を

検討するために、事業者からの要望を聴取することにする。 

 

イ 食品表示事項の確認状況について 

アンケート結果から、食品表示事項によって異なるものの、「確認が十分とは

いえない」との回答が多い事項は次のとおりであった。 

・確認が十分とはいえないとの回答が多い事項 

「遺伝子組換え表示」（７社） 

・確認が十分とはいえないとの回答が多少ある事項 

「添加物」、「栄養成分表示」（３社） 

「原料原産地名」（２社） 

「原材料名」、「製造所等」（１社） 

・確認が十分とはいえないとの回答が０社の事項（確認が十分である事項） 

「アレルゲン」、「食品関連事業者（表示責任者）」 

 

上記から、「遺伝子組換え表示」を除いた表示事項に関しては、一括表示の各

項目や栄養成分表示の個々の項目の確認は十分行われている。このことから、

「遺伝子組換え表示」については、情報提供の必要性が一定程度、求められてい

ると考えられるが、それを除いた表示事項については、個々の食品表示事項の表

示の方法等の詳しい解説までは求められていないことが分かった。 

 

そこで、マニュアルでは、「遺伝子組換え表示」を除いた表示事項については、

食品表示基準 Q&A（平成 27年３月 30日消食表第 140号）や他の解説書（一例と

して消費者庁「早わかり食品表示ガイド」）を参考情報として紹介する形を検討

するとともに、「遺伝子組換え表示」については、その解説をマニュアルに記載

することを検討する。いずれについても、求められる記載の程度を把握するため

に、事業者において、食品表示を行うための取組として具体的にどのようなこと

を行っているか、表示事項ごとにヒアリングする。 

 

ウ 「賞味期限（消費期限）」や「保存方法」を決めるための保存試験について

（食品表示基準等を確認するだけでは決めることができない事項であるため別
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出しする。） 

アンケート結果は次のとおりであった。 

・賞味期限等を決めるための試験への取組が十分とはいえないとの回答が 15

社（従業者数１名以上５名以下が３社、６名以上 20名以下が６社、21名以

上 50名以下が４社、50名以上 100名以下が２社）あり、27％を占めた。 

・このうち、「これまでの経験等から試験をしなくても決めることができる」

と回答した事業者は８社（従業者数１名以上５名以下が２社、６名以上 20

名以下が４社、21名以上 50名以下が２社）であった。 

・また、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を参考に実施したいと

回答した事業者は６社（従業者数１名以上５名以下が１社、６名以上 20名

以下が２社、21名以上 50名以下が１社、51名以上 100名以下が２社）であ

った。 

・なお、「食品期限表示の設定のためのガイドラインがあることを知っていた

が、手間がかかる」と回答した事業者は０社であった。 

 

上記から、賞味期限等の決定方法について、取組が十分とはいえないと回答し

た割合が一定数あることに加え、経験等に基づき決定している事業者が少なく

ないことが分かった。このことから、適正な「賞味期限（消費期限）」の決定方

法についての情報提供が求められていることが分かった。 

 

そこで、簡便かつ分かりやすい形での情報提供方法として、マニュアル上で上

記ガイドラインを紹介する。また、上記ガイドラインの紹介だけで足りるか否か

について、実際の消費・賞味期限の決定方法を事業者にヒアリングした上で検討

する。 

 

ⅱ）生鮮食品 

〇適正な食品表示を行うための取組状況に関する調査 

アンケート結果は次のとおりであった。 

・小売や卸等の取引先との商談に当たり、産地や個別的表示事項のある生鮮食品

についてその表示事項を伝えている事業者は 64％であった。 

・小売や卸等の取引先との商談に当たり、原料原産地名やアレルゲン情報等を伝

えている事業者は 67％であった。 

 

上記から、約３分の２の事業者が小売・卸等の商談に当たって必要な情報を伝達

していることが分かった。 
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〇食品表示制度に対する実施・確認状況に関する調査 

ア 個別的表示事項がある生鮮食品（食品表示基準別表第 24）の確認について 

アンケート結果から、新たに取り扱う生鮮食品を販売するときに、個別的表示事

項のある生鮮食品（食品表示基準別表第 24）を確認すると回答した事業者が 88%で

あった。 

 

上記から、多くの事業者が「個別的表示事項がある生鮮食品」に該当するかを確

認していることが分かった。 

 

イ 食品表示事項の確認状況について 

 アンケート結果は、次のとおりであった。 

・「原産地」の表示については、確認が十分とはいえないとの回答は０件であっ

た。 

・「容器包装に入れた場合、包材以外の場所（輸送用段ボールや店頭での立て札

等）で表示できる事項（名称や原産地等）」の確認が十分とはいえないとの回

答は２社（全体の８％）であった。 

 

上記から、事業者において、完全ではないものの、表示事項の確認は十分行われ

ているものと考えられる。  

 

生鮮食品に関する上記アンケート結果を踏まえると、生鮮食品のマニュアルの

必要性は必ずしも高くないものと考えられる。 

なお、生鮮食品については、平成 28年 10月１日に食品表示基準が完全施行され

てから、これまで４年以上が経過しており、この間、行政機関から生鮮食品の食品

表示に関する情報が食品関連事業者へ発信されているほか、ＪＡや各種団体から

も情報提供されている。また、加工食品に比べて、表示を行うための手順が簡単か

つ明確であり、そのための情報へのアプローチも明らかになっているといえる。 

これらの状況を踏まえると、生鮮食品については、マニュアルの作成及びそのた

めの事業者へのヒアリングの実施の必要性は極めて低いと考えられる。これらの

状況を踏まえ、生鮮食品についてはマニュアルを作成しないこととした。 

 

ⅲ）添加物 

アンケートを回収できた１社によれば、アンケート項目については確認してい

るとのことであり、適正な食品表示を行うための取組状況に関する調査でも全 15

項目に対して適切な取組を実施していた。 

なお、添加物を販売する際の表示の方法については、加工食品や生鮮食品と同時
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期に食品表示基準が公布されているものの、表示に当たっての主要な次の項目は、

従前の法令に従うこととなっている。 

名称：食品衛生法施行規則別表第１等 

保存の方法：食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）第 13条第１項の規定 

内容量：計量法（平成４年法律第 51号）の規定 

使用の方法：食品衛生法第 13条第１項の規定 

 

これらの法令については、既に事業者において周知されており、添加物を販売す

る際の表示の方法について、改めてマニュアルを作成する必要はないものと考え

られることから、添加物についてはマニュアルを作成しないこととした。 

 

 

（２）食品関連事業者に対するヒアリング 

  ①目的 

上記（１）のアンケート調査結果、その考察及びとるべきアクションを踏まえ、事業

者において、簡便かつ負担感なく食品表示を行う上での現場での悩み、課題等、そして

それらを解決するためにマニュアルに記載すべき必要な事項等を明らかにするため、

アンケート回答事業者を対象にヒアリングを行った。 

なお、対象事業者は前述したアンケート結果を踏まえ、加工食品を取り扱う事業者の

みとした。 

 

 ②ヒアリング項目 

   上記目的に照らし、事業者の課題等を明らかにし、その課題解決に向けて、より実践

的でかつ、有益な情報提供ができるマニュアルを作成すべく、次の観点からヒアリング

項目を設定した。 

・表示事項に対する実施状況について 

‐食品表示を行うに当たって具体的に行っていること（表示事項ごと） 

‐食品表示を行うに当たって、実務上難しい点や障害となっていること 

‐食品表示を行うに当たって、独自に工夫、留意していること 

・過去の失敗事例・ヒヤリハット事例 

・新たに作成する食品表示マニュアルへの要望 

 

③ヒアリング対象事業者の選定 

   ⅰ）選定方法 

    ヒアリング対象事業者の選定のために次の要件を設定し、アンケート回答結果と

高知県から得られた情報に基づき、対象事業者を選定した。 
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   ・アンケート結果から独自の工夫による対応が行われていると推測される事業者

のうち次の観点から有益な情報が得られるものと推測される事業者 

    ‐アンケート実施時に自由記入欄に意見を記載しており、面談を通じてより詳

細な意見が得られると推定される事業者 

    ‐食品表示に関して高知県担当者に多くの照会を行っている事業者 

   ・マニュアル作成に興味を示した事業者 

    ‐アンケート実施時に「分かりやすい食品表示マニュアルを望んでいる」との意

見があった事業者 

   ・アンケートの「食品表示に関するお悩み・課題等」に具体的な内容の悩み・課題

等を記載していた事業者 

    

また、より多くの事業者の実態を調査するという目的やマニュアル作成に要する

期間等も勘案し、ヒアリング対象事業者数については 10社程度とするとともに、こ

れらの事業者を選定するに当たって、事業者の規模や取扱食品に偏りが生じないよ

う留意した。 

   

   ⅱ）選定した事業者 

    上記を踏まえ、高知県の協力を得て、令和２年 11 月 13 日から 11 月 26 日までの

４日間で、「表４ ヒアリング対象事業者」に記載した９社に対し、ヒアリングを実施

した。 
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表４ ヒアリング対象事業者 

 業態 規模 

１ 麦茶、玄米茶製造業 従業者数：101～300名 

年商：10億円以上 50億円未満 

２ アイスクリーム類製造業 従業者数：51～100名 

年商：5億円以上 10億円未満 

３ 調味料製造業 従業者数：21～50名 

年商：10億円以上 50億円未満 

４ 特産品（菓子、茶等）製造

業 

従業者数：6～20名 

年商：1億円以上 5億円未満 

５ 魚類加工品製造業 従業者数：6～20名 

年商：1億円以上 5億円未満 

６ 魚類加工品製造業 従業者数：6～20名 

年商：5000 万円以上 1億円以下 

７ ウスターソース類製造業 従業者数：6～20名 

年商：5000 万円以上 1億円未満 

８ 農産物、加工食品販売業 従業者数：6～20名 

年商：1000 万円以上 5000 万円未満 

９ 魚類加工品製造業 従業者数：1～5名 

年商：1000 万円以上 5000 万円未満 

   

④ヒアリングの結果分析及びこれを踏まえたアクション 

   簡便かつ正確で分かりやすいマニュアルの作成という目的に照らして得られた、特

記すべき主なヒアリング結果分析及びこれを踏まえたアクションは次のとおりである。 

 

ⅰ）食品表示事項に対する実施状況について 

ア 食品表示を行うに当たって具体的に行っていること（表示事項ごと） 

    表示事項ごとの表示内容の確認について、事業者においては次の取組が行われて

いることがわかった。 

   【消費・賞味期限以外】 

   ・調達先から商品企画書等を取り寄せてその内容を確認している（アイスクリーム類

製造業、調味料製造業）。 

   ・不明点があれば県の食品協議会、食品表示アドバイザー等に照会し、確認している

（特産品（菓子、茶等）製造業、魚類加工品製造業）。 

   ・スーパーの品質管理担当者に都度アドバイスをもらっている。県外のスーパーに出

荷するときは、当該県外スーパーから同様にアドバイスを得ている（魚類加工品製
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造業）。 

   【消費・賞味期限】 

   ・消費・賞味期限については、試験や検査を外部委託し、その結果によって決定（調

味料製造業、魚類加工品製造業）、経験則に基づいて決定（調味料製造業、魚類加

工品製造業）、保存サンプルによって決定（ウスターソース類製造業）しているこ

とが分かった。 

 

    上記から、消費・賞味期限以外の表示事項の確認については、実務上、商品企画書

等の確認や、不明な場合においては、第三者や取引先への照会で対応していた。一方、

消費・賞味期限については、事業者によってその確認方法が様々であり、事業者にと

って参考となる情報を簡便に提供することが求められていることが分かった。 

 

    そこで、マニュアルにおいては、表示事項の確認方法として、消費・賞味期限以外

の事項については、調達先からの提示される仕様書等の内容の確認について示す。ま

た、公的機関や取引先に照会せずとも確認できる方法として、確認すべき表示ルール

の参考情報（食品表示基準について（平成 27年３月 30日消食表第 139号）、食品表

示基準 Q&A等）の記載箇所を紹介する。消費・賞味期限については、その決定方法を

解説することを目的に「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を紹介する。 

 

   イ 食品表示を行うに当たって、実務上難しい点や障害となっていること 

・生鮮食品なのか、加工食品なのかの区別が難しい商品がある（特産品（菓子、茶等）

製造業）。 

・製品の特性に合わせた食品表示基準における表示事項の確認は、ある程度の知識・

経験を有していないと携わることができない（調味料製造業）。 

・食品表示に関しては一通り対応しているものの分からないことが多い（魚類加工品

製造業）。 

 

上記から、各食品における表示事項の判断方法や製品特性に合わせた表示事項の

確認を簡便に行う方法を示すことが求められていることが分かった。 

 

そこで、マニュアルにおいては、食品表示基準、食品表示基準 Q&A等を踏まえた、

生鮮食品であるか加工食品であるかの区別を行うことができるフローチャートや、

表示すべき事項の確認を行うためのフローチャートを記載することにより、上記判

断を支援することとする。 

 

  ウ 食品表示を行うに当たって独自に工夫、留意していること 
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・表示欠落やコンタミネーションの記載には細心の注意を払っている。特にアレルゲ

ンの表示不備は絶対に起こしてはならないと考えている（アイスクリーム類製造

業）。 

・業務用加工食品メーカーと信頼関係を構築し、サイレントチェンジが無いことをこ

まめに確認している（魚類加工品製造業）。 

・機能性食品を取り扱っていることもあり、時間をかけて複数名がチェックしている

（麦茶、玄米茶製造業）。 

 

上記から、各表示事項について確認した表示内容をアウトプットする際の作業に

留意していることがわかった。このことにより、事業者において、表示内容を正しく

一括表示欄に反映するための方法を示すことが求められていることが分かった。 

 

そこで、マニュアルにおいては、ヒアリング対象事業者で実施していた、正確に一

括表示を行うための工夫や留意していることを整理するとともに、以下のⅱ）記載の

過去の失敗事例・ヒヤリハット事例も踏まえた内容を提示することにする。詳細は後

述ⅱに記載。 

 

  ⅱ）過去の失敗事例・ヒヤリハット事例について 

   ・一括表示のダブルチェックをしていても見逃すことがある（アイスクリーム類製造

業）。 

・改版前の表示を貼付した（特産品（菓子、茶等）製造業）。 

・原材料の重量割合順位に誤記があった（魚類加工品製造業）。 

・実際に使用した原材料の量と表示順が異なっていた、表記漏れがあった（その後、

チェック体制を強化した）（麦茶、玄米茶製造業）。 

 

上記から、表示事項の確定及び確定した表示事項の反映の工程において、ミスが発

生しているケースが少なくないことがわかった。このことから、これらの点にミスを

防ぐためのポイントを事業者に伝えることが求められていることがわかった。 

 

そこで、マニュアルにおいては、表示すべき事項を整理するためのフローチャート

を作成し、その中で、確認すべき事項やその際の留意点を示すことにする。また、確

定した表示事項について正確に表示を行うために事業者が自ら確認すべき事項をチ

ェックリスト形式で整理する。 

 

 

  ⅲ）新たに作成する食品表示マニュアルへの要望 
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 ・フローチャートを取り入れるのは分かりやすくてよい。確認すべき事項を把握し

やすい（特産品（菓子、茶等）製造業）。 

・チェックリストがあれば、ヒューマンエラーも含め、ミスの低減につながるので活

用したい（アイスクリーム類製造業）。 

・「遺伝子組換え表示」及び「栄養成分表示」に関する表示方法が複雑で分かりづら

いので、分かりやすく解説してほしい（ウスターソース類製造業）。 

・検査機関に出して分析結果を得なくても栄養成分表示を行えるケースを示してほ

しい（魚類加工品製造業）。 

 

    上記から、フローチャートやチェックリストを活用することが事業者において有

益である可能性が高いことがわかった。また、一部の事業者からの要望として、「遺

伝子組換え表示」及び「栄養成分表示」について理解を促す工夫が求められているこ

とが分かった。 

 

    そこで、マニュアルでは事業者における利便性に鑑み、フローチャートやチェック

リストを活用して、確認すべき事項を簡便に確認可能とする方式を採用する。また、

一部の事業者から、「遺伝子組換え表示」、「栄養成分表示」について理解を促す工夫

が求められたが、多くの事業者においても同様に考えているのか、また、当該理解を

促す工夫が必要となった場合にいかなる形式のものが期待されているか、当該時点

では不明であった。後述するセミナー実施におけるアンケート結果を踏まえて、上記

への対応を検討する。 

 

 

（３）マニュアル等の作成 

  ①作成方針 

   ⅰ）マニュアル 

   上記のとおり、26 都府県においては、事業者向けに食品表示に関するマニュアル

等を発行し、周知していることが分かったが、このうち東京都のみが事業者の理解を

促すためのフローチャートを記載していた。ただし、このフローチャートは、食品表

示の制度の理解を促すものであり、現場において適正な表示を行うためにどのよう

な確認をすべきか、食品製造のプロセスにおいてどのように確認を行えばよいのか

といった点については言及されていなかった。 

また、上記アンケート調査及びヒアリング結果を踏まえると、簡便かつ正確で分か

りやすいマニュアルの実現のためには、表示すべき事項やそれらの根拠となる食品

表示基準の該当箇所等を容易に確認できることが期待されていることが分かった。 

上記を踏まえ、表示すべき事項やそれらの根拠となる食品表示基準の該当箇所等
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の情報をより簡便かつ確実に伝えるために、確認すべき事項をフローチャート形式

で整理するとともに、新製品の企画から出荷・販売に至る各業務プロセスに沿って、

事業者自らが確認すべきポイントを、チェックリストを用いて解説する汎用的なマ

ニュアルの作成が求められているものと整理した。 

 

  ⅱ）表示例 

    上記マニュアルの内容を踏まえた食品表示の実践をサポートすることを目的に、

高知県の特産品を対象とした表示例を作成することとした。 

 

  ②作成手順及び成果物 

   ⅰ）マニュアル 

    次のステップでマニュアルを作成した。 

 

    ステップ１ 判断フローチャート及び実践チェックリストの検討 

事業者が表示すべき事項やそれらの根拠となる食品表示基準の該当箇所等を容

易に確認できるよう、フローチャート形式で整理するとともに、加工食品について

新製品の企画から出荷・販売に至る各業務プロセスに沿って、実務的・実践的かつ

簡便に食品表示を行うためのポイントについて、チェックリスト形式で整理した。 

 検討にあたり、判断フローチャートについては、ドラフトの作成前にラフ図とし

て整理した。特に、食品表示基準の第１条から第９条までの間で、食品関連事業者

が加工食品の分類に応じて判断すべき基準や別表に関しては、入念に確認し、作成

した。 

また、実践チェックリストについては、企画から製造・販売に至るまでのプロセ

スについて４つに区分した。 

 

    ステップ２ マスターシートの作成 

     ステップ１で作成した判断フローチャートと実践チェックリストが、実務的・実

践的かつ簡便な内容であることの検証や関係者間での情報の共有・見える化の観

点から、判断フローチャートと実践チェックリストのそれぞれの項目について、食

品表示基準や食品表示基準 Q&A 等の規定、事業者に求められる対応やそれらの解

説・留意点等を洗い出すためのマスターシートを作成し、その中で必要な情報等の

棚卸しと精査を行った。マスターシートについては別紙２参照。 

     マスターシート作成に当たっては、判断フローチャート及び実践チェックリス

トを縦軸方向に並べた上で、横軸方向には、食品表示基準の規定等を抽出して転記

した。さらに、マニュアル作成後に、その周知を行うための解説セミナーを想定し

て、セミナーで使用する資料（パワーポイント等）に何を使うか（どこを切り出し
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て資料にするか）も検討した。 

     

ステップ３ マニュアルドラフトの作成 

 マニュアルドラフトを次の構成で作成し、それぞれの項目について、マスターシ

ートで整理した情報を記載した。 

 

＜マニュアルの構成＞ 

・表紙 

・目次 

・はじめに（■趣旨・目的、■利用上の注意、【食品表示基準の構成】、早見表） 

・第１章 食品表示基準の対象判断フローチャート 

１．対象判断フローチャート 

２．対象判断フローチャートの解説 

・第２章 加工食品の表示判断フローチャート＆実践チェックリスト 

２－１．表示判断フローチャートの解説 

２－２．実践チェックリストの解説 

・参考図書のご案内 

・裏表紙 

 

＜判断フローチャート及び実践チェックリストについて＞ 

・判断フローチャートについて 

食品表示基準の対象を判断するためのフローチャートと、対象が加工食品

となった場合の当該加工食品における表示事項を判断するフローチャートを

作成した。具体的には表示すべき事項を整理するために設問形式をとり、事業

者がとるべき対応に応じて確認すべき事項とそれを行うためのヒントやポイ

ントを解説した。また、表示の方法等について補足説明を行い、判断基準や事

例等に関連する参考情報（「食品表示基準 Q&A」等）を整理した。 

 

・実践チェックリストについて 

判断フローチャートに従って確定した表示事項に対して、実務面で確認す

べき事項をチェックリスト形式で提示した。また、各チェック項目について、

チェックの必要性やチェック方法等について解説した。 

 

 

 作成に当たっては、見やすさ、分かりやすさの観点から図表を多用し、極力簡易

な表現とすることに留意した。 
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    ステップ４ セミナーでの紹介及びセミナーアンケート結果の反映 

     マニュアルドラフトを基に、高知県所在の事業者を対象としたセミナーを開催

し（詳細は後述）、内容の紹介・解説を行った。その際、参加者アンケートを実施

し（詳細は後述）、当該ドラフトの改善箇所を聞き取った。その結果、大きな問題

点は指摘されなかったが、アンケート結果やヒアリング結果を踏まえて、「アレル

ゲン表示」、「遺伝子組換え表示」及び「栄養成分表示」に関しては、より理解しや

すくするために、コラム形式で解説を行い、マニュアルの該当箇所（一括表示と栄

養成分表示の解説後）に追記した。 

 

    

   ⅱ）表示例 

    次のステップで表示例を作成した。 

     

ステップ１ 例示する食品の抽出 

     表示例に記載すべき食品を次の観点から洗い出した。 

     ・食品表示基準別表第１に掲げる 25分類の加工食品分類と重複しない 

     ・可能な限り別表第３、４、５、19、20及び 22で表示事項のある食品 

     さらに、次の観点に基づき、絞り込みを行った。 

      ・高知県の名物や特産品 

      ・高知県で食品表示の問合せが多い食品 

 

     この結果、例示する加工食品を次のとおり確定した。 

      ・らっきょう酢漬け（野菜加工品） 

・マーマレード（果実加工品） 

・よもぎもち（穀類加工品） 

・焼菓子（菓子類） 

・ポークソーセージ（食肉製品） 

・アイスクリーム（酪農製品） 

・かつおのたたき（加工魚介類） 

・米みそ（調味料及びスープ） 

・寿司（調理食品） 

 

    ステップ２ 表示例ドラフト作成 

     抽出した食品について、表示例を掲載するとともに、事業者が自社のカテゴリだ

けでなく、異なるカテゴリに対しても、参照できるよう次のコンテンツを記載した。 



22 
 

 

＜表示例のコンテンツ＞ 

例示対象となった各加工食品について、 

・当該加工食品の食品表示基準別表第１における加工食品の分類の記載（加工食

品 25分類のカテゴリに関する再認識が目的） 

・汎用性のある一括表示例の記載 

・食品表示基準の別表で規定する個別の表示が必要とされる場合を確認するた

めの早見表とその解説を記載 

・上記以外の表示に当たっての留意点や、表示例に類似した加工食品の表示を行

う場合の留意点等を記載 

 

     なお、表示例ドラフトを作成するに当たっては、食品表示基準の各別表に規定さ

れている表示の方法等を適切に抽出した上で一部加工した。 

 

    

  ③マニュアル等の印刷 

   マニュアル 250 部、表示例 100部を印刷し、消費者庁に納品した。 

 

 

（４）セミナーの開催 

 ①目的 

マニュアルドラフトに対して食品関連事業者の意見等を聴取し、当該ドラフトのブ

ラッシュアップを行うことを目的として、高知県所在の食品関連事業者を受講対象者

としたセミナーを開催した。 

   

  ②実施内容 

   上記目的に照らし、マニュアルドラフト段階の内容をセミナー資料とした。使用し

たセミナー資料は別紙３のとおり。 

 

 ③実施手法 

   当初は、高知県内の３地域にて講習会形式での実施を予定していたが、コロナ禍の

影響から、WEB配信によりセミナーを開催した。案内チラシは別紙４のとおり。 

   より多くの事業者が視聴できるよう、ライブ配信に加えて、当日の講演を録画した

同一内容の映像を配信した。 
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  ④実施結果 

   本セミナーの実施結果は「表５ セミナー実施報告」のとおりであった。 

 

   表５ セミナー実施報告 

実施日 令和３年１月 15日（金） 

13：30～15：00 

令和３年１月 22日（金）

９：00～ 

1月 25日（月）21：00 

実施方法 WEBによるライブ配信 WEBによる録画配信 

申込者数 35名 130名 

視聴者数 30名 100名 

議事次第 開会 

食品表示マニュアル解説 

 MS&AD インターリスク総研㈱ 笹川秋彦 

閉会 

 

   WEB配信での申込者数は 165名であり、当初予定していた申込定員数（150名）は

充足していたといえる。また、WEB配信に伴う障害は発生しておらず、会場で開催す

る場合と同様の内容を事業者に伝えることができたものと考える。 

   さらに、録画配信を設けたことで、会場での開催やライブ配信のみの場合と比較し

て、事業者の都合のつくタイミングで視聴することができるというメリットもあっ

た。 

 

 ⑤セミナー終了後のアンケート 

   ⅰ）アンケートの目的 

    本アンケートは、マニュアルドラフトのブラッシュアップを図る箇所の特定を主

な目的として実施した。 

 

   ⅱ）アンケート項目 

    上記目的を踏まえて、次のとおりアンケート項目を設定した。アンケート調査票

は別紙５を参照。 

・マニュアルドラフトの項目（食品表示基準の対象判断フローチャート、加工

食品の表示判断フローチャート、実践チェックリスト）のそれぞれについて

当該内容の分かりやすさに関するアンケート項目を設定した。特に、分かり

にくいと回答した回答者が、その理由を具体的に記載できる形とし、より有

益な情報を入手できるよう工夫した。 
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・マニュアルとしての解説内容をより充実させ、かつ、分かりやすいものとす

るために、表示事項のどの箇所の理解が難しいか、その理由は何かを問うア

ンケート項目を設定した。 

 

   ⅲ）アンケートの配付方法及び回答数 

     ライブ配信、録画配信それぞれの視聴者が、WEBによりアンケートに回答でき

るよう、セミナー配信前日にメールを発信してアンケート用の WEBアドレスを通

知した。アンケートの回答数はライブ配信 14件、録画配信 17件であった。     

申込者に対するアンケート調査への回答をセミナー配信前日の案内メールで依頼

したほか、セミナー実施後にも再度メールを発信して回答を促した。会場開催の

場合は、セミナー終了時にアンケートを記入してから退席いただく運用が一般的

であることに対し、今回は WEBによる遠隔的な回収方法をとらざるをえなかった

ため、回答者は、自発的に意見、感想を伝えたいと考えた者が多かったものと推

測される。このため、ここで得られた回答は、その結果を分析する上では、有益

な情報が得られたものと考える。 

     アンケート結果を踏まえると、下記のアンケート結果及び考察に示したとお

り、本マニュアルの目的に照らして大幅な修正が必要となる事項の指摘はなかっ

た。 

 

   ⅳ）アンケート結果及び考察 

上記ⅰ）及びⅱ）を踏まえ、マニュアルドラフトのブラッシュアップを図る観点

で特筆すべき主なアンケート結果概要とそれを踏まえた考察及びアクションは次の

とおりである。 

 

ア アンケート結果 

アンケートに回答した 31名の従業者数別の分布は「従業者数 301名以上」が

最も多く９名であった。次いで「従業者数１～５名」、「従業者数６～20名」、「従

業者数 21～60名」がそれぞれ５名であった。表示事項のうち「消費期限・賞味

期限」や「保存方法」について、「理解が十分とはいえない」との回答が６名

で、このうち２名は従業者数 301名以上の規模の事業所であった。また、「自社

の製品が食品表示基準の個別の定義に該当するか確認する必要性」については、

「理解が十分とはいえない」との回答が５名で、このうち３名が従業者数 301名

以上の規模の事業所であった。このように事業者の規模によらず「理解が十分と

はいえない」事項があることが明らかになったことが特徴的であった。 

 



25 
 

アンケート結果をみると、マニュアルについて分かりにくい、食品表示制度に

ついて理解が十分とはいえない等の回答の割合は次のとおりであった。 

・食品表示基準の対象判断フローチャート及び解説について「分かりにくい、

やや分かりにくい」と回答した数は計２名（6.7％）であった。 

・加工食品の表示判断フローチャート及び解説について「分かりにくい、やや

分かりにくい」と回答した数は計２名（6.9%）であった。 

・実践チェックリスト及び解説について「分かりにくい」と回答した数は１名

（3.4%）であった。 

・食品表示制度に係る各事項について、「理解が十分とはいえない」と回答し

た数は次のとおり３～６名であった。 

  定義：５名、原材料名：４名、原料原産地名：４名、添加物：３名、 

アレルゲン表示：３名、遺伝子組換え表示：４名、食品関連事業者（表示

責任者）：５名、製造所等：４名、栄養成分表示：４名、消費期限・賞味

期限：６名 

 

イ 考察と講じたアクション 

上記のアンケート結果から、フローチャートやチェックリストはおおむね分か

りやすいと評価されたものと判断できる。また、食品表示の個別の表示ルールに

関する設問については、表示ルールの確認の必要性を個々に問うものであるた

め、全体のフローチャートに関する設問よりもネガティブな回答数にばらつきが

生じたものと考えられるが、総じてみれば、「理解が十分とはいえない」との回

答の占める割合が部分的であることから、現行のドラフトでも十分な内容である

といえることがわかった。 

 

（５）効果検証 

  ①目的 

本事業の目的が、中小規模の事業者において正確に食品表示を行う際の作業負担を

軽減すべく、実務的・実践的かつ簡便な内容のマニュアルを提示し、普及することにあ

った点に鑑みて、マニュアルの内容に関する検証を行った。 

   

 ②検証方法及び検証項目 

   上記目的に向けた検証として、次の理由により、上記セミナーで実施したアンケート

結果を利用した（このため、アンケートの内容についてもこの検証を目的とした設問も

設けた）。 

・アンケートへの回答数により一定数の事業者の見解を把握できること 

・セミナーで使用したドラフト段階のマニュアルについて、それまでに実施したアン
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ケートやヒアリング結果を踏まえて実務的・実践的かつ簡便な内容となっていた

こと 

 

   また、上記目的に照らし、セミナー後のアンケート結果から、本マニュアルドラフト

が実務的・実践的かつ簡便な内容であったかについて、次の設問を設定し、分析した。 

  ⅰ）マニュアルドラフトの内容は分かりやすかったか 

   ⅱ）食品表示制度に対する理解は進んだか 

   ⅲ）今後の取組への契機となったか 

 

③検証 

   上記で設定した項目の検証結果は次のとおりであった。当該検証結果を踏まえると、

本マニュアルドラフトが実務的・実践的かつ簡便な内容であったといえる。 

ⅰ）マニュアルドラフトの内容は分かりやすかったか 

    アンケート結果は次のとおりであった。 

    ・「食品表示基準の対象判断のフローチャート及び解説」及び「実践チェックリス  

ト及び解説」については回答者の 90.3%が、「加工食品の表示判断のフローチャ

ート及び改正」については回答者の 86.7%が、「大変分かりやすい」又は「分か

りやすい」と回答していた。 

    このことから、マニュアルドラフトは事業者にとって分かりやすい内容のもので

あったといえる。 

 

   ⅱ）食品表示制度に対する理解は進んだか 

    アンケート結果は次のとおりであった。 

    ・食品表示制度の各項目について、いずれの項目も、理解していたと回答した者を

除いたアンケート回答者の約３分の２が「マニュアルドラフトやセミナーによ

り理解した」という回答であった。 

このことから、マニュアルドラフトが、事業者に対する食品表示制度の理解の促進

につながるものといえる。 

 

ⅲ）今後の取組への契機となったか 

    アンケート結果は次のとおりであった。 

    ・食品加工の各プロセスにおいて適正な表示を行うための実施事項について、今回

のアンケート回答者においては、「既に取り組んでいる」、「取り組むことを検討

していた」と回答した割合が多くを占めており、「今回のセミナー受講を契機に

今後取り組もうと考えている」という回答はあまり多くはなかった。 

このことから、マニュアルドラフトが、事業者にとって今後の取組への契機となっ
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たと直ちに評価することは難しい。しかしながら、アンケートの回答の中には、「新

規商品の一括表示作成の流れを４段階にわけ、それぞれの段階で注意すべきことや

表示ミスが発生するリスクの記載があったため、作業現場で活用しやすい内容であ

った。」、「各フローチャートがとても分かりやすく、今後、食品表示が必要な場面で

活用させていただきたいと思います。」というコメントもあり、事業者にとっての活

用のしやすさは認められるものと考える。 

 

   上記から、セミナーで使用したマニュアルドラフトは、本事業の目的で設定した事業

者において簡便かつ実務的・実践的な内容の汎用的マニュアルがないという課題に対

する解決につながるものを作成できたものと考える。 

一方で、本事業の一環として、これまでに実施したアンケートやヒアリング時に、「遺

伝子組換え表示」や「栄養成分表示」に関する表示ルールについて分かりやすい解説を

望む声や、高知県からはアレルゲン表示の欠落は健康危害に直結することから、「アレ

ルゲン表示」について、分かりやすさを望む声があった。 

そこで、ドラフト版に、遺伝子組換え表示、栄養成分表示及びアレルゲン表示に関し

て、その解説をコラムの形で追記し、マニュアルの最終版とした。 

 

以 上 
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2020 年 10 月 吉日 

MS&AD インターリスク総研株式会社 

高知県 

アンケート調査ご協力のお願い

拝啓 

時下ますますご清栄のことと存じます。 

さて、この度 MS&AD インターリスク総研は、消費者庁の「食品表示制度の普及・啓発に係る取組事

業」を受託しました。 

取組の一環として、高知県の特産加工食品等を例にとり、分かり易い「食品表示マニュアル（高知県

版）」を今年度中に作成して、食品事故の防止等のためにご活用いただきたいと考えており、高知県のご

協力を頂きながら、本取り組みを進めているところです。 

つきましては、高知県内の食品関連事業者さまを対象に、現時点での食品表示へのお取組に関してアン

ケートを実施し、マニュアル作成等のご参考とさせていただきたく存じます。

大変お手数ながら、同封のアンケートにご回答いただき、ご返送いただきますよう、ご協力を何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

敬具 

別紙１ 
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１．調査要領 

（１）調査手法 

アンケート用紙の送付 

 質問項目 ： 同封のアンケート用紙、および質問票（A、B、C）をご参照ください。 

 回答方法 ： アンケート用紙に直接ご記入ください。 

 

（２）調査実施者 

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 

（アンケート用紙の発送および回収は、弊社より株式会社サーベイリサーチセンターに委託して行

います） 

 

（３）回答期限 

2020 年 10 月 23 日（金）までに同封の返信用封筒にて＜アンケート用紙＞、およびご記入いただ

いた質問票をご投函いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

（４）情報の取扱いについて 

① 本調査にあたり貴社・貴方より開示された情報は、弊社と秘密保持の取り決めを行っている株

式会社サーベイリサーチセンターにのみ開示し、弊社の責任の下で適切に管理いたします。 

② いただいた情報は本調査目的以外には使用いたしません。 

 

２．調査内容 

 本アンケートは、事業者における食品表示制度の浸透状況と適正な表示に向けた取組状況の実態につ

いて調査するものです。 

なお、包材事業者の方は、お取引先から包材の原稿作成を依頼されたときに、どのようなことを実施

しているか、もしくはお取引先に対しどのようなアドバイスを行っているか、との観点からご回答くだ

さい。 

 

３．ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社について 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社傘下のコンサルティング会社で、主

としてリスクマネジメントに関するコンサルティング、調査研究等を実施しております。 

 

【本件に関するお問合せ先】 

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 

リスクマネジメント第三部 製品安全グループ 

吉田／佐藤 

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-105 ワテラスアネックス 

TEL 03-5296-8974 FAX 03-5296-8941 

E-MAIL： toshihide.yoshida@ms-ad-hd.com 

takashi.sato@ms-ad-hd.com 

  

mailto:toshihide.yoshida@ms-ad-hd.com
mailto:takashi.sato@ms-ad-hd.com
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＜アンケート用紙＞ 

貴社・貴方名： 

記入者の 

所属部署： 
記入者氏名： 

TEL： FAX： ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

 

【基礎情報】 

（1）貴社全体の従業者数（常用雇用者※）について、あてはまるもの１つに○印を記入してください。

（2020 年 10 月 1 日時点） 

※常用雇用者とは、期間を定めずに雇用している人、または１か月を超える期間を定めて雇用してい

る人をいいます。 

 

 a.1～5名  b.6～20 名  c.21～50 名  d.51～100 名  e.101～300 名  f.301 名～ 

 

 

（2）貴社の売上について、あてはまるもの１つに○印を記入してください。（直近の会計年度ベース） 

 

 a.1000 万円未満 b.1000 万円以上 5000 万円未満 c.5000 万円以上 1億円以下  

 

d.1 億円以上 5億円未満 e.5 億円以上 10億円未満 f.10 億円以上～50億円未満 

 

 g.50 億円以上 

 

 

（3）貴社の主な取扱い食品について、あてはまるものに 1つに〇印を記入してください。 

     

※包材事業者の方は、お取引先の主な取扱い食品としてあてはまるものをお選びください。 

 

a.加工食品（一般用（業務用以外）） b.加工食品（業務用） c.生鮮食品  d.添加物 

 

 「a.加工食品（一般用（業務用以外））」「b.加工食品（業務用）」と回答した方 

⇒質問票 A に回答してください。 

 

 

「c.生鮮食品」と回答した方 

⇒質問票 B に回答してください。 

  

 

「d.添加物」と回答した方 

⇒質問票 C に回答してください。 

 

以上 
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質問票 A 主な取扱い食品が加工食品の場合の質問票 

 

 

【食品表示制度に対する実施状況に関する調査】 

 

貴社が製造している加工食品について、企画から製造・販売に至る各段階に沿って、適正な食品表示を行
うための各事項について実施しているかどうか、の観点からお聞きします。それぞれあてはまるものに○
印を記入、または□にチェック（☑）を入れてください。 
 

＜企画段階＞ 

（1） 新たな製品を企画するときに、その製品が食品表示基準の個別の定義（食品表示基準別表第３）に
該当するか確認していますか。 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア． 個別の定義をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ． 個別の定義がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

（2）新たな製品の包材やシールに記載する一括表示等を作成するときに、以下の食品表示のルールを確
認していますか。 

    

①原材料名の表示（一般的名称や複合原材料名等について） 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．原材料名の表示方法をよく知っており、確認する必要はない。 

イ．原材料名の表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

  ②原材料の重量割合上位 1 位の産地や製造地の表示（新しい原料原産地表示制度（経過措置期間：
令和 4 年（2022 年）3 月末まで）） 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．原料原産地表示の表示方法をよく知っており、確認する必要はない。 

イ．原料原産地表示の表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 
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  ③添加物の表示（添加物欄を設ける、「／」で分ける、改行する等） 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．添加物の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．添加物名の表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

  ④アレルゲンの表示（義務事項（特定原材料）と推奨事項（特定原材料に準ずるもの）等） 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．アレルゲンの表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．アレルゲンの表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

  ⑤遺伝子組み換えの表示（基準別表第 17、18 に該当する場合） 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．遺伝子組み換えの表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．遺伝子組み換えの表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

  ⑥表示責任者としての食品関連事業者（製造者・加工者・販売者・輸入者）の表示 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 
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ア．食品関連事業者の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．食品関連事業者の意味や表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

 

  ⑦製造・加工責任者としての製造所・加工所の表示 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．製造所・加工所の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．製造所・加工所の意味や表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

⑧栄養成分の表示 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．栄養成分の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．栄養成分の表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

（3）新たな製品の「賞味期限（消費期限）」や「保存方法」を決めるための保存試験を行いましたか。 

 

a. 行っている   b. 試験への取り組みが不十分である 

   

以下は、「b. 試験への取り組みが不十分である」と回答した方にお伺いします。 

保存試験への取り組みが不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア. これまでの経験等から試験をしなくても決められる。 

イ. 「食品期限表示の設定のためのガイドライン（厚生労働省等）」があることを知っていたが、
手間がかかる（人手が割けない）。 

ウ. 今後、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を参考に実施したい。 

エ. その他（以下にご記入ください） 
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（4）以下の項目について、現在取り組まれていることについて、あてはまるものすべての□にチェック
（☑）を入れてください。 

 

＜企画段階＞ 

□ 新たな製品を企画したときは、試作などを行い、原材料の重量割合を明確にしている。 

□ 重量割合上位 1 位の原材料の産地・製造地は、仕入先との商談の際に確認している。 

□ 仕入先は、安定供給や季節変動にも対応できる業者を選定したり、複数の業者を確保している。 

□ 新たな製品の表示内容（一括表示や栄養表示等）は、商品仕様書（商品カルテ）のような企画書
やメモとして文書（文字）で残している。 

以下は、仕入先から加工食品の状態で原材料を仕入れている方が対象です。 

□ その原材料に含まれるアレルゲンや遺伝子組換え、添加物等、自社の一括表示に影響する項目
を確認している。 

□ その原材料に含まれるアレルゲンや遺伝子組換え、添加物等、自社の一括表示に影響する項目
を確認していない。 

 

＜製造の準備段階＞ 

（その 1：包材の発注／自社によるシール印刷） 

□ 包材やシールの表示原稿（印刷原稿案）が、予定している表示内容（商品仕様書や企画等のメモ）
と合っているかを確認している。 

□ 印刷原稿（印刷会社作成のいわゆる版下）またはシール機のモニター画面が、表示原稿と合って
いるかを確認している。 

□ 受領した包材（または印刷したシール）は、取り違えないように種類ごとに分別して保管してい
る。 

 

（その 2：原材料の仕入れ） 

□ 原材料の産地・品種や遺伝子組換えの有無等を発注伝票等で正確に指定して、仕入れ先に発注   

している。 

□ 納品された原材料は、発注伝票と納品伝票（段ボールや包材記載の産地等）とを突き合わせてい
る。 

□ 納品された原材料は、取り違えないように産地・品種等ごとに分別して保管している。 

 

＜製造段階＞ 

□ 製造の指示は、使用する包材等と原材料とを間違えないよう作業者に伝えている（または製造
指示書を作成、掲示により伝えている）。 

□ 製造開始時は、製造の指示（製造指示書）と使用する原材料や包材（またはシール）とが合って
いるかを確認している。 

□ 製造した記録（製造記録や製造日報）は、製造の指示（製造指示書）にそって製造した証拠とし
て保管してある。 

 

＜出荷・販売段階＞ 

□ 出荷時（または出荷準備時）は、発注伝票と現物とを突き合わせて確認している。 

□ 小売・卸など取引先との商談では、原料原産地やアレルゲン情報等を伝えている。 

 

※以下は自社のホームページ上で販売をしている方が対象です。 

（5） 自社ホームページには、価格や商品アピールの他に、以下の情報を掲載していますか。 

 

   a．包材やシールの一括表示や栄養成分表示を全部掲載している  

   b．包材やシールの一括表示や栄養成分表示の一部を掲載している 

   c．包材やシールの一括表示や栄養成分表示は全く掲載していない 

 

以下は、「b. 包材やシールの一括表示や栄養成分表示の一部を掲載している」と回答した方にお
伺いします。 

掲載している一部の項目を以下の中からすべて選んでください。 
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□ 原材料名  □ アレルゲン  □ 添加物  □ 原料原産地  □ 栄養成分表示 

 

【食品表示に関するお悩み・課題等】 

食品表示に関するお悩み・課題として、あてはまるものすべてに○印を記入してください。 

＜情報収集に関して＞ 

a．行政から発信される情報が少ない 

b．行政から発信される情報が分かりづらい 

c．組合や各種団体からの情報が少ない 

d．表示を学ぶ機会（研修会など）が少ない 

 

＜表示を実践するに当たって＞ 

e．正しく制度を理解しているか自信がない・不安である 

f．正しく表示するための手順がわからない 

g．正しい表示か自信がない・不安である 

h．最寄りの機関（保健所等）に相談しにくい 

i．対応する人材の確保・教育ができない 

j．対応するために必要な金銭を確保できない  

k．その他（                                                                        ） 

 

以上 
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質問票 B 主な取扱い食品が生鮮食品の場合の質問票 

 

【食品表示制度に対する実施状況に関する調査】 

 

貴社が取り扱っている生鮮食品について、企画から出荷・販売に至る各段階に沿って、適正な食品表示を

行うための各事項について実施しているかどうか、の観点からお聞きします。それぞれあてはまるものに

○印を記入、または□にチェック（☑）を入れてください。 

 

＜企画段階＞ 

（1）新たな生鮮食品を販売するときに、個別的表示事項のある生鮮食品（食品表示基準別表第 24）に該

当するかを確認していますか。 

 

a. 確認している   b. 確認が不十分である 

   

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア. 個別的表示事項のある生鮮食品についてよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ. 個別的表示事項のある生鮮食品の基準がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

（2）新たな生鮮食品について表示をするときに、以下の食品表示のルールを確認していますか。 

 

①原産地の表示 

 

a. 確認している   b. 確認が不十分である 

   

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア. 原産地の表示方法をよく知っており、確認する必要はない。 

イ. 原産地の表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

（お困りの品目に〇を付けてください。【 農産物・畜産物・水産物 】） 

 

 

 

 

  ②個別的表示事項のある生鮮食品について、その表示事項等 

 

a. 確認している   b. 確認が不十分である 

   

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

表示事項等の確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

ア. 表示しなければならない事項をよく知っており、確認する必要はない。 

イ. 表示しなければならない事項がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 
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③容器包装に入れた場合、包材以外の場所（輸送用段ボールや店頭での立て札等）で表示できる事項

（名称や原産地等） 

 

a. 確認している   b. 確認が不十分である 

   

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

表示事項等の確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

ア. 容器包装以外の場所で表示できる事項をよく知っており、確認する必要はない。 

イ. 容器包装以外の場所で表示できる事項がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

（3）以下の項目について、現在取り組まれていることについて、あてはまるものすべての□にチェック

（☑）を入れてください。 

 

＜企画段階＞ 

□ 新たに販売する生鮮食品の表示内容（産地や個別的表示事項等）は、販売計画書（商談シート）

やメモとして文書（文字）で残している。 

＜準備段階＞ 

（その 1：包材の作成／自社によるシール印刷） 

  □ 生鮮食品の表示をその容器包装やシールにより行っている。 

□ 包材やシールの表示原稿（印刷原稿案）が、予定している表示内容（商品仕様書や企画等のメモ）

と合っているかを確認している。 

□ 印刷原稿（印刷会社作成のいわゆる版下）またはシール機のモニター画面が、表示原稿と合って

いるかを確認している。 

□ 受領した包材（または印刷したシール）は、取り違えないように種類ごとに分別して保管してい

る。 

（その 2：農畜水産物の調達） 

□ 取り扱う生鮮食品は、産地等を取り違えないように分別して保管している。 

 

＜調整・選別段階＞ 

□ 商品仕様書等で定められた調整や選別について、企画書等で定められた調整（ヘタ落としや洗

浄等）や選別（大きさ、重さ）の作業について、作業日報やメモ等を通じて文書で指示を行って

いる。 

□ 作業日報やメモ等により指示を行っている。 

□ 作業日報やメモ等と包材（ラベルシール）の記載内容が整合しているか確認している。 

□ また、整合していることの確認結果について、記録、および保管をしている。 

   

＜出荷・販売段階＞ 

□ 小売・卸など取引先との商談にあたっては、産地や個別的表示事項のある生鮮食品はその表示

事項を伝えている。 

 

※以下は自社のホームページ上で販売をしている方が対象です。 

（4） 自社ホームページには、価格や商品アピールの他に、以下の情報を掲載していますか。 
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a. 名称や産地、個別的表示事項を全部掲載している。 

b. 名称や産地、個別的表示事項の一部を掲載している。 

c. 名称や産地、個別的表示事項は全く掲載していない。 

 

以下は、「b. 産地や部位、個別的表示事項の一部を掲載している。」と回答した方にお伺いします。 

掲載している一部の項目を以下の中からすべて選んでください。 

   

□ 名称  □ 産地  □ 添加物  □ 個別的表示事項 

   

【食品表示に関するお悩み・課題等】 

食品表示に関するお悩み・課題として、あてはまるものすべてに〇印を記入してください。 

＜情報収集に関して＞ 

a．行政から発信される情報が少ない 

b．行政から発信される情報が分かりづらい 

c．組合や各種団体からの情報が少ない 

d．表示を学ぶ機会（研修会など）が少ない 

 

＜表示を実践するに当たって＞ 

e．正しく制度を理解しているか自信がない・不安である 

f．正しく表示するための手順がわからない 

g．正しい表示か自信がない・不安である 

h．最寄りの機関（保健所等）に相談しにくい 

i．対応する人材の確保・教育ができない 

j．対応するために必要な金銭を確保できない  

k．その他（                                                                        ） 

以上 
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質問票 C 主な取扱い食品が添加物の場合の質問票 

 

【食品表示制度に対する実施状況に関する調査】 

 

貴社が製造している添加物食品について、企画から製造・販売に至る各段階に沿って、適正な食品表示を

行うための各事項について実施しているかどうか、の観点からお聞きします。それぞれあてはまるものに

○印を記入、または□にチェック（☑）を入れてください。 

 

＜企画段階＞ 

（1）新たな製品を企画するときに、その製品が食品衛生法施行規則別表 1 に掲げる添加物または既存添

加物名簿に載っている添加物であることを確認していますか。 

 

a. 確認している   b. 確認が不十分である 

   

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア. 当該添加物についてよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ. 照らし合わせる基準（「食品衛生法施行規則別表 1」、「既存添加物名簿に掲げる添加物」）が

分からない。 

イ. と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

（2）新たな製品の包材やシールに記載する一括表示等を作成するときに、以下の食品表示のルールを確

認していますか。 

 

① アレルゲンの表示（特定原材料に由来する添加物） 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．アレルゲンの表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．アレルゲンの表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

②  使用の方法の表示 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

 

ア．使用の方法の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 
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イ．使用の方法の意味や表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

  ③ 表示責任者としての食品関連事業者（製造者・加工者・販売者・輸入者）の表示 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．食品関連事業者の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．食品関連事業者の意味や表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

  ④ 製造・加工責任者としての製造所・加工所の表示 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．製造所・加工所の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．製造所・加工所の意味や表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

 

   ⑤ 栄養成分の表示 

 

a.確認している。  b.確認が不十分である。 

 

以下は、「b. 確認が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

確認が不十分な理由について、以下の中からお選びください。 

 

ア．栄養成分の表示方法をよく知っており、あえて確認する必要はない。 

イ．栄養成分の表示方法がよくわからない。 

イ.と回答した方は、ご不明な点、もしくはお困りのことがあればご記入ください。 

 

 

 

 

（3）以下の項目について、現在取り組まれていることについて、あてはまるものすべての□にチェック

（☑）を入れてください。 

 

＜企画段階＞ 
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□ 新たな製品を企画したときは、試作などを行い、原材料の重量割合を明確にしている。 

□ 仕入先は、安定供給や季節変動にも対応できる業者を選定したり、複数の業者を確保している。 

□ 新たな製品の表示内容（一括表示や栄養表示等）は、商品仕様書（商品カルテ）のような企画書

やメモとして文書（文字）で残している。 

 

＜製造の準備段階＞ 

（その 1：包材の発注／自社によるシール印刷） 

□ 包材やシールの表示原稿（印刷原稿案）が、予定している表示内容（商品仕様書や企画等のメモ）

と合っているかを確認している。 

□ 印刷原稿（印刷会社作成のいわゆる版下）またはシール機のモニター画面が、表示原稿と合って

いるかを確認している。 

□ 受領した包材（または印刷したシール）は、取り違えないように種類ごとに分別して保管してい

る。 

 

（その 2：原材料の仕入れ） 

□ 原材料の種類やグレード等を発注伝票等で正確に指定して、仕入れ先に発注している。 

□ 納品された原材料は、発注伝票と納品伝票（段ボールや包材記載の原材料の種類やグレード等）   

とを突き合わせている。 

□ 納品された原材料は、取り違えないように種類・グレードごとに分別して保管している。 

 

＜製造段階＞ 

□ 製造の指示は、使用する包材等と原材料とを間違えないよう作業者に伝えている（または製造

指示書を作成、掲示により伝えている）。 

□ 製造開始時は、製造の指示（製造指示書）と使用する原材料や包材（またはシール）とが合って

いるかを確認している。 

□ 製造した記録（製造記録や製造日報）は、製造の指示（製造指示書）にそって製造した証拠とし

て保管してある。 

 

＜出荷・販売段階＞ 

□ 出荷時（または出荷準備時）は、発注伝票と現物とを突き合わせて確認している。 

□ 小売・卸など取引先との商談では、アレルゲン情報や栄養成分等を伝えている。 

 

※以下は自社のホームページ上で販売をしている方が対象です。 

（4） 自社ホームページには、価格や商品アピールの他に、以下の情報を掲載していますか。 

 

   a．包材やシールの一括表示や栄養成分表示を全部掲載している。 

   b．包材やシールの一括表示や栄養成分表示の一部を掲載している。 

   c．包材やシールの一括表示や栄養成分表示は全く掲載していない。 

 

以下は、「b. 包材やシールの一括表示や栄養成分表示の一部を掲載している」と回答した方にお

伺いします。 

掲載している一部の項目を以下の中からすべて選んでください。 

□ アレルゲン  □ 栄養成分表示 

 

【食品表示に関するお悩み・課題等】 

食品表示に関するお悩み・課題として、あてはまるものすべてに〇印を記入してください。 

＜情報収集に関して＞ 

a．行政から発信される情報が少ない 

b．行政から発信される情報が分かりづらい 

c．組合や各種団体からの情報が少ない 
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d．表示を学ぶ機会（研修会など）が少ない 

 

＜表示を実践するに当たって＞ 

e．正しく制度を理解しているか自信がない・不安である 

f．正しく表示するための手順がわからない 

g．正しい表示か自信がない・不安である 

h．最寄りの機関（保健所等）に相談しにくい 

i．対応する人材の確保・教育ができない 

j．対応するために必要な金銭を確保できない  

k．その他（                                                                        ） 

以上 
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マスターシート 別紙２

　

関連する表示上の規制 事業者に求められる対応 解説、留意点等 セミナー資料への反映

大項目 中項目 小項目 食品表示基準 食品表示基準について 食品表示基準Q&A その他

第１章
食品表示基準の対象判
断フローチャート

　 販売する食品が、食品表示基準の対象
になるか判断する。

セミナー冒頭で、早見表（食品表示基準
の「加工食品・生鮮食品・添加物」の条
項と別表・別記様式関連）を示した上
で、このマニュアルのフォローチャート
は、一般用加工食品の主要な表示ルー
ルをフローチャート形式で示したもので
あると補足する。

１．
対象判断フローチャート

Q1：
あなたは、加工食品又は
生鮮食品を、設備を設け
て飲食を提供させる外食
事業者（レストラン、食堂、
喫茶店等）ですか？

→はい
第40条（生食用牛肉の注意喚
起表示）を除き、食品表示基準
の対象外です。その他の食品
関連法令の遵守に努めてくだ
さい。なお、設備を設けての飲
食の提供ではなく、店舗におい
て容器包装に入れられた食品
等の販売を行う場合は、食品
表示基準の対象となるので「い
いえ」に進んでください。

・第1条（適用範囲）
・第40条（生食用牛肉の注
意喚起表示）

・総則－４
・別添　生食用牛肉に関
する事項

・加工食品又は生鮮食品を、設備を設け
て飲食させる場合は第40条（生食用牛
肉の注意喚起表示）を除き、食品表示基
準が適用されない（第１条）。

・『「加工食品又は生鮮食品を、設備を
設けて飲食させる場合」の例』の挿入。
・設備を設けて飲食させる場合であって
も、食品関連事業者が生食用の牛肉
（内臓を除く）を容器包装に入れないで
消費者に販売する場合には、次の①②
の事項を店舗の見やすい場所に表示し
ておくことが必要。
①一般的に食肉の生食は食中毒のリス
クがある旨
②子供、高齢者その他食中毒に対する
抵抗力の弱い者は食肉の生食を控える
べき旨

・対象判断フローチャート全体像をマ
ニュアルから切り出して添付した上で各
質問（Q)に対して解説頁がある旨を補
足。
・コロナ禍で外食事業者による出前の
場合の食品表示有無等、昨今の社会
情勢に鑑み、話題性ある箇所には、赤
色アンダーラインを付記する等の工夫
をする。

Q2：
その食品は特定かつ少数
の人に無償で提供するも
のですか？

→はい
食品表示基準の対象外です。

・（総則関係）　１適用範囲
について　（（１）食品表示
法における「販売」につい
て）

・食品を特定かつ少数の人に無償で譲
渡する場合は食品表示基準の対象外。

・食品表示基準は、加工食品、生鮮食
品又は添加物を「販売」する場合に適
用。
・無償で譲渡する場合の取扱いについ
ての表を挿入。

Q3：
それは、次のどの食品で
すか？
A：別表第1に掲げる加工
食品
B：別表第2に掲げる生鮮
食品
C：食品衛生法施行規則
別表第1（指定添加物）又
は　既存添加物名簿・天
然香料基原物質リスト・一
般飲食物添加物リストに
掲げる添加物

→A
第2章：加工食品の表示判断フ
ローチャート＆実践チェックリス
トへ

・総則－11、12、13 ・「早わかり食品表示ガイ
ド」11頁（加工食品）

・別表第１（食品表示基準の対象となる
加工食品）に掲げる加工食品であれば、
「第２章　加工食品の表示判断フロー
チャート＆実践チェックリスト」へ進む。

・「加工食品」なのか「生鮮食品」なのか
の事例（農産物・畜産物・水産物）の挿
入。

・別表第１や別表第２の項目や記述内
容をイメージしやすいように、食品表示
基準のPDFからそれらを切り出して図示
する。ただし、マニュアルには当該表の
添付はないので、セミナー用の参考資
料である旨を強調する（例：右上に「ご
参考」のマークを付記）。以下同じ。

・ヒアリング結果から、「生鮮／加工の
峻別が難しい」のコメントを踏まえ、具体
例を挙げた上で解説する。

→B
生鮮食品を販売する場合に
あっても、食品表示が必要で
す。
詳しくは第18～31条を確認しま
しょう。

・第18～31条 ・総則－11、12、13 ・「早わかり食品表示ガイ
ド」３頁（農産物）、５頁
（畜産物）、７頁（水産物）

・別表第２（食品表示基準の対象となる
生鮮食品）に掲げる生鮮食品であれば、
第18～31条を確認する。

→C
添加物を販売する場合にあっ
ても、食品表示が必要です。
詳しくは第32～39条を確認しま
しょう。

・第32～39条 ・別添 添加物２－１ 既存
添加物名簿収載品目リスト
・別添 添加物２－２ 天然
香料基原物質リスト
・別添 添加物２－３ 一般に
食品として飲食に供されて
いる物であって添加物とし
て使用される品目リスト

厚生労働省 「食品添加
物　添加物のリスト等」

・食品衛生法施行規則別表１又は既存
添加物名簿に掲げる添加物であれば、
第32～39条を確認する。

第２章
加工食品の表示判断フ
ローチャート＆実践
チェックリス

販売する食品が、食品表示基準の対象
になるか判断する。また、実務的な
チェック項目を参考にし、適正な食品表
示に務める。

第２章は３つのステップから構成されて
いることを示した上で、イメージしやすい
ように各ステップのフローチャートの一
部やチェックリストを切り出して図示す
る。

適正な食品表示の実施に向けたフローチャート＆チェックリスト
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ステップ１：
自社で販売する加工食
品の販売形態や販売対
象を確認しましょう。

Q１：
食品関連事業者ですか？

→いいえ
食品の製造や加工、輸入を業
とせず、文化祭のバザーや町
内のお祭り等で販売する場合
であっても、食品表示が必要で
す。詳しくは第15～17条を
確認しましょう。

・第２条第３項
・第15条（義務表示）
・第16条（表示の方式等）
・第17条（表示禁止事項）

 総則－10 ・食品関連事業者以外（食品の製造や
加工、輸入を業とせず、反復継続性のな
い販売を行う場合など）であっても、容器
包装に入れられた加工食品を販売する
場合は、食品表示が必要。

・食品関連事業者および食品関連事業
者以外の解説挿入。

・ステップ１からステップ２までのフロー
チャート全体を図示した上で、各Qには
Q1から準備に、フローを簡潔に説明す
る。その上で、各Qには別途、解説等の
頁がある旨を補足する。

Q２：
そのまま一般の消費者に
販売できる形態の加工食
品ですか？

→いいえ
業務用加工食品（一般消費者
に販売する形態となっていない
加工食品）であっても、食品表
示が必要です。詳しくは第10～
14条を確認しましょう。

・第10条（義務表示）
・第11条（義務表示の特
例）
・第12条（任意表示）
・第13条（表示の方式等）
・第14条（表示禁止事項）

・（加工食品）
６ 業務用加工食品におけ
る製造所又は加工所の所
在地及び製造者又は加工
者の氏名又は名称
７ 業務用加工食品の表示
の方式

・総則－21
・加工－５
・加工－282～313

・「早わかり食品表示ガイ
ド」　26頁（業務用加工食
品）

・業務用加工食品（消費者に販売する形
態となっていない加工食品）であっても、
食品表示が必要。

Q３：
容器包装に入れられた加
工食品を販売しますか？

→いいえ
食品表示基準の対象外です。
その他の食品関連法令の遵守
に努めてください。

・総則－３、17
・加工－２～５

・加工食品を包装容器に入れずに販売
する場合は、業務用加工食品を除き、食
品表示基準の対象外。

・「容器包装に入れられた加工食品」や
「加工食品を容器包装に入れずに販売
する例」の解説挿入。

・解説等の一例として、Q３の解説頁を
図示した上で、よくある質問として、「容
器包装に入れられた加工食品」につい
て解説する。

ステップ２：
一般用加工食品の分類
別の表示ルールを確認
しましょう。

Q４：
別表第４（個別の食品表
示ルールのある食品）に
掲げる食品ですか？

→はい
別表第４に掲げる食品につい
て、別表第３の個別の定義に
合致している場合、名称・原材
料名・添加物・内容量について
個別の表示の方法が定められ
ている場合があるので確認し
ましょう。

・第３条第１項及び第２項 ・別表第４に掲げる食品について、別表
第３の定義に合致している場合、別表第
４において名称や原材料名等に個別の
表示方法が定められているものにあって
は、その規定に従い表示する。

・第３条第１項及び第２項の横断的な表
示方法とは異なる表示が必要な加工食
品別の「別表第３、第４および第５関連」
早見表の挿入。

・別表第３・第４・第５の関係性につい
て、Q４の解説頁を図示した上で補足説
明する。
・早見表（別表第３、第４及び第５関連）
の一部を図示し、●印や－印について
補足説明した上で、自社製品が該当す
る場合には、各別表で必要事項を確認
するよう促す。
・別表第３・第４・第５の項目や記述内容
をイメージしやすいように、食品表示基
準のPDFからそれらを切り出して図示す
る。

→いいえ
別表第５（名称規制に係る食品
及びその名称）に掲げる食品
以外は、その表に記載の名称
を表示（使用）できないので、確
認しましょう。

Q５：
第3条第1項及び第２項の
各表に掲げる次の表示事
項を確認しましたか？

①名称 ・第3条第1項及び第２項
の各表

・（加工食品）１義務表示事
項（１）名称

・加工－７～10 ・その製品の内容を表す一般的な名称
を表示。

・第３条の第１項及び第２項の各表に掲
げる容器包装に表示すべき項目（いわ
ゆる一括表示と栄養成分表示）に関す
る表示の方法の概略解説表の挿入。

・Q５の解説頁を図示した上で、早見表
に●印がある場合は、その表示方法に
従い、別表第４に掲げていない食品は
第3条第1項及び第２項の各表に掲げる
項目に従い表示する旨を補足説明す
る。
・①～⑪までの各項目に対する基本
ルールを簡単に触れた上で、各項目の
参考情報に詳しい解説等があることか
ら、それらを参考にしつつ適正な表示に
努めるよう促す。

②保存方法 ・（加工食品）１義務表示事
項（２）保存の方法

・加工－11～12
・加工165～166

開封前の保存方法を、食品の特性に
従い、「直射日光を避け、常温で保存す
ること」、「10℃以下で保存すること」など
と表示。

③消費期限等 ・（総則関係）２定義（２）賞
味期限
・（加工食品）１義務表示事
項（３）消費期限又は賞味
期限

・総則－23～24
・加工－13～50

 品質が急速に劣化する食品には「消
費期限」、それ以外の食品には「賞味期
限」を表示。
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④原材料名（アレルゲン・遺伝
子組換えに関する情報含む）

・（加工食品）１義務表示事
項（11）遺伝子組換え食品
に関する事項
・別添　アレルゲンを含む
食品に関する表示
・別添　バルク輸送される
北米産の非遺伝子組換え
大豆及びデント種の非遺伝
子組換えとうもろこしの分
別生産流通管理の指針

・加工－51～74、123、
127
・別添　アレルゲンを含む
食品に関する表示
・別添　遺伝子組換え食
品に関する事項
・別添　ゲノム編集技術
応用食品に関する事項

 使用した原材料に占める重量の割合
の高いものから順にその最も一般的な
名称をもって表示。
 ２種類以上の原材料からなる複合原
材料を使用する場合は、その複合原材
料の名称の次に括弧を付け、複合原材
料中の原材料を複合原材料の原材料に
占める重量の割合の高いものから順に
その最も一般的な名称をもって表示。

・「アレルゲンの表示について」のコラム
欄挿入。
・「遺伝子組換え食品の表示について」
のコラム欄挿入。

⑤添加物 ・（加工食品）１義務表示事
項（４）添加物
・（加工食品）１義務表示事
項（８）L-フェニルアラニン
を含む旨
・（加工食品）５表示の方式
（３）添加物の表示

加工－75～92  栄養強化の目的で使用されるもの（特
別用途食品、機能性表示食品、別表第
４に定めのある食品を除く）、加工助剤、
キャリーオーバーを除き、添加物に占め
る重量の割合の高いものから順に、その
添加物の物質名を表示。
 原材料名の欄に原材料名と明確に区
分して表示することも可。

⑥内容量等 ・特定商品に該当する加工食品は、計量
法（平成４年法律第51号）に従い表示。
特定商品に該当しない加工食品は、内
容量、内容体積又は内容数量を表示す
ることとし、グラムやミリリットル、個数な
どの単位を明記して表示。

⑦栄養成分表示 ・（加工食品）１義務表示事
項（５）栄養成分の量及び
熱量
・（加工食品）５表示の方式
（４）栄養成分表示

・加工－102～110 ・消費者庁「食品表示法
に基づく栄養成分表示の
ためのガイドライン」

 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及
びナトリウム（食塩相当量に換算したも
の）の量を表示。
 たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び
熱量には、当該栄養成分又は熱量であ
る旨を冠し一定の値又は下限値及び上
限値を、ナトリウムの量には「食塩相当
量」（ナトリウムの量に2.54 を乗じたもの
をいう。）を冠し一定の値又は下限値及
び上限値を表示。
 栄養成分の量及び熱量については、
100ｇ、100ml、一食分（一食分の量を併
記）、一包装などの「食品単位」当たりの
量を表示。

・「栄養成分表示について」のコラム欄
挿入。

⑧食品関連事業者（表示責任
者）

・加工－111～118 食品の表示に責任を持つ者の氏名又
は名称とその住所を表示。
・ 「製造者」、「加工者」、「販売者」、「輸
入者」のいずれかの事項名を付して表
示。

・自社が製造者なのか加工者なのかの
判断で迷う場合があるため、用語の説
明や具体例を挿入。

⑨製造所等 ・（加工食品）１義務表示事
項（６）製造所又は加工所
の所在地

・加工－119～122
・別添　製造所固有記号

 製造所又は加工所の所在地及び製造
者又は加工者の氏名又は名称を表示。
 製造者の所在地及び製造者の氏名又
は名称は、同一製品を２以上の製造所
で製造している場合に、製造者又は製
造者と販売者が連名で消費者庁長官に
届け出た製造所固有記号による表示が
可能。

⑩原料原産地名（輸入品を除
く）

・（加工食品）１義務表示事
項（13）原料原産地名（食
品表示基準別表第15の１
から６に掲げるものを除く）
・（加工食品）１義務表示事
項(14）食品表示基準別表
第15の６に定めるおにぎり

・加工－145
・別添　原料原産地表示
（別表15の１～６）
・別添　新たな原料原産
地表示制度

・農林水産省「新しい原料
原産地表示制度－事業
者向け活用マニュアル
－」

 輸入品を除く全ての加工食品につい
て、使用した原材料に占める重量の割
合が最も高い原材料（重量割合上位１位
の原材料）の原産地を原材料名に対応
させて表示。
 表示方法は「国別重量順表示」を原則
として、一定の条件下においては「又は
表示」、「大括り表示」、「大括り表示＋又
は表示」が可能。
 重量割合上位１位が生鮮食品の場合
は、その産地を表示。
 重量割合上位１位が加工食品の場合
は、その製造地を表示。
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⑪原産国名（輸入品の場合） ・加工－146～164 輸入品の場合、原産国名を表示。

（弁当・総菜の表示ルールや表
示の方法）

・別添　弁当・惣菜に係る
表示

Q６：
別表第19（一般用加工食
品の個別的表示事項）で、
「使用上の注意」、「調理
方法」、「要冷蔵」等、食品
の特性に応じて表示すべ
き事項が定められている
食品ですか？

→はい
食品の分類によって表示事項
が異なるので、別表第19の表
示の方法に従いましょう。

・（加工食品）１義務表示事
項（15）食品表示基準別表
第19に定めるもの

・加工－176～193 早わかり食品表示ガイド
19頁（食品の特性に応じ
て表示が必要な事項）

別表第19で個別の表示事項が定められ
ている（早見表に「●」印のある）食品の
場合はその方法に従い、表示を行う。

・いわゆる一括表示や栄養成分表示に
加えて、「使用上の注意」、「調理方
法」、「要冷蔵」などの表示事項が必要と
なる加工食品の早見表挿入。

・別表第19について、Q６の解説頁を図
示した上で補足説明する。
・早見表（別表第19、第20及び第22関
連）の一部を図示し、●印や－印につ
いて補足説明した上で、自社製品が該
当する場合には、各別表で必要事項を
確認するよう促す。
・別表第19・第20・第22の項目や記述内
容をイメージしやすいように、食品表示
基準のPDFからそれらを切り出して図示
する。

Q７：
別表第20（様式、文字ポイ
ント等表示の方式等の個
別ルール）で、一括表示の
様式や文字ポイントの大き
さ等の表示の方法が定め
られている食品ですか？

→はい
食品の分類ごとの様式により
表示します。第８条の表示の方
式及び別表第20の表示の個別
ルールに従いましょう。

・（加工食品）５表示の方式 ・加工－241～279  早わかり食品表示ガイ
ド　21頁（一括表示）別記
様式１の記述

・早見表で別表第20に「●」印のある加
工食品については、その表示の方法を
確認し、表示を行う。
・「●」印のない食品については、第８条
及び別記様式１の表示の方法に従って
表示を行う。
・栄養成分表示については、別記様式２
又は３の表示方法に従って表示を行う。

・別表第20に掲げる加工食品の早見表
（別表第19・20・22を纏めた一覧表）挿
入。

別表第20について、Q７の解説頁を図
示した上で補足説明する。

→いいえ
別記様式１により表示します。
第８条の表示の方式及び別記
様式１を確認し、その表示の方
式に従いましょう。

Q８：
別表第22（個別の食品に
係る表示禁止事項）で、表
示禁止事項が定められて
いる食品ですか？

→はい
食品の分類によって表示禁止
事項が定められていますの
で、別表第22に掲げる事項を
確認しましょう。

　 ・加工－280、281 　 ・別表第22に「●」印のある加工食品に
ついては、その禁止事項を確認する。

・別表第20に掲げる加工食品の早見表
（別表第19・20・22を纏めた一覧表）挿
入。

第９条（表示禁止事項）に
従い適切な表示を作成し
ます。

 公正競争規約（消費者
庁ウェブサイト）

・第９条に掲げる表示禁止事項のほか
に、別途、公正取引協議会会員にあって
は、公正競争規約で表示禁止事項が定
められている加工食品があるため、自社
製品が公正競争規約の対象か確認す
る。

・表示禁止事項および公正競争規約が
定められている加工食品の一覧表挿
入。

ステップ３：
適正な表示を実現する
ために、製品の企画から
販売に至るまでの自社
の取組状況を次のチェッ
クリストで確認しましょ
う。

・各プロセスにおいて、適正な食品表示
を行うためのポイントをチェック項目とし
て整理している旨を説明する。
・チェックリストフローを図示した上で、フ
ローを簡潔に説明する。
・また、各チェック項目には別途、解説
等の頁がある旨を補足する。

＜１．企画段階＞ （１）配合（レシピ）の決定 ①試作などを行い、原材料の
重量割合を明確にしました
か？

・試作などで決定した配合（レシピ）に基
づき原材料を洗い出し、割合の多い順に
並べ直した配合表を作成するとよい。

・配合表の例を挿入。 ・＜１．企画段階＞のチェックリストを図
示した上で、フローに従い補足説明す
る。
・解説頁の配合表を図示し、その重要
性や作成方法について解説する。
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関連する表示上の規制 事業者に求められる対応 解説、留意点等 セミナー資料への反映

大項目 中項目 小項目 食品表示基準 食品表示基準について 食品表示基準Q&A その他

適正な食品表示の実施に向けたフローチャート＆チェックリスト

（２）仕入先の選定 ①仕入れ先は、安定供給や季
節変動にも対応できる業者を
選定したり、複数の業者を確保
したりしましたか？

・使用する原材料と、その重量割合は、
原材料名欄や添加物欄、原料原産地名
欄に反映されることから、安定的な供給
が可能な仕入れ先を選定。
・原材料に季節性の変動などがある場
合は、仕入れ先を複数選定。

・原料原産地表示を行う必要のある重
量割合上位１位の原材料について、根
拠書類を保管するために、産地・製造地
の記載のある納品書などの発行を仕入
れ先に求める。
・仕入れ先が産地・工程などの仕様を変
更する場合は、必ず連絡するように申し
入れる。
・変更がなくとも年１回程度は製品仕様
書を取り交わすとともに、無断での仕様
変更（いわゆるサイレントチェンジ）の可
能性を考慮し、定期的な視察（点検）を
行うとよい。

③重量割合上位１位の原材料
の産地・製造地は、仕入れ先と
の商談の際に確認しました
か？

・重量割合上位１位の原材料は、その産
地（製造地）を原料原産地名欄に記載
（原材料名に続けて記載でも可）する必
要があるため、その産地（製造地）を確
認。

次の取組により、原材料の産地・製造地
に関する情報の正確性を担保する。
・製造工場に赴き、仕入れている加工原
材料の産地や配合が正しいことを確
認。
・生産現場（農場や農協など）に赴き、仕
入れている生鮮原材料の産地の情報を
確認。
・仕入れ先から産地証明書などを入手。

（３）製品企画（原材料や
製法、パッケージの表示
内容）の決定

①仕入れ先から加工食品（業
務用加工食品）の状態で原材
料を仕入れる場合に含まれる
アレルゲンや遺伝子組換え、
添加物など、自社の一括表示
に影響する項目を確認しました
か？

・加工食品を原材料として調達し、自社
製品に使用する場合は、調達する加工
食品に含まれるアレルゲン、遺伝子組換
え、添加物、栄養成分などに関して、そ
の製品の仕様書などを入手して内容を
確認し、自社製品の一括表示に反映さ
せる。

・業務用加工食品の製品仕様書の例を
挿入。

・解説頁の仕入れ先から入手した製品
説明書を図示し、その重要性や自社製
品の表示への反映方法について解説
する。

②新たな製品の「内容量」に対
する量目公差（いわゆる余目）
を確認するための製造試験を
行いましたか？

早わかり食品表示ガイド
58頁（特定商品の販売に
係る計量に関する政令）

・内容量を記載する場合は、手作りによ
る試作と実際に大量に製造する場合と
では内容量が異なる場合が多くある。実
際に使用する計量カップや治具、計量
器、包装機などを用いて複数回の製造
試験を行い、安定して表示と同じ内容量
の製品が製造できるか確認する。また、
内容量が安定するような製造・製法にも
心がける。

・「特定商品の販売に係る計量に関する
政令」（平成５年政令第249号）におい
て、計量単位により取引されることの多
い、食料品や日用品などの消費生活関
連物資であって、消費者が合理的な選
択を行う上で量目（はかりで量った物の
重さ）の確認が必要と考えられ、かつ、
量目公差を課すことが適当と考えられる
ものが定められている。
・食品の分類に応じて量目公差が異な
るので留意する。

③新たな製品の「賞味期限（消
費期限）」を決めるための保存
試験等を行いましたか？

・厚生労働省・農林水産
省「食品期限表示の設定
のためのガイドライン」

・客観的な賞味期限（消費期限）の設定
のために、これまでの製品の開発・営業
などにより蓄積した経験や知識などを踏
まえ、微生物試験、理化学試験、官能試
験などにより科学的・合理的な根拠に基
づいて期限を設定する。

・賞味期限と消費期限では考え方が異
なるので留意。
・製造日からの日数に対する品質イメー
ジの挿入。

④新たな製品の表示内容（一
括表示や栄養成分表示など）
は、製品仕様書（商品カルテ）
のような企画書やメモとして文
書（文字）で残しましたか？

平成26年度農林水産省
補助事業「標準商品規格
書とそのガイドラインの検
討会」事務局：加工食品
の『標準商品規格書』ガ
イドライン（（平成26年度
版（ 平成27年３月発行））

・製品パッケージに記載すべき食品表示
に漏れがないよう、各種団体策定の製
品規格書、卸業者や小売業者などが策
定する製品仕様書（商品カルテ）の
フォームを活用し、必要事項を記入の
上、保存する。

製品仕様書の例の挿入。 ・解説頁の製品説明書を図示し、その
重要性や作成方法について解説する。

＜２．準備段階＞
その１：
包材の発注／自社によ
るシール印刷

包材やシールの一括表示
欄などの表示原稿の作成

包材やシールの表示原稿（印
刷原稿案）と予定している表示
内容（製品仕様書や企画のメ
モなど）との間に間違いがない
かを確認しましたか？

・複数人による表示原稿の読み合わせ
や原稿のチェックなどを行い、表示原稿
の正確性を担保する。
・外国語で表示されている輸入食品の場
合は、正確に日本語に訳し、必要な表示
事項を邦文で表示する。

原料原産地や製造所固有記号などの一
括表示欄の一部に変更が見込まれる場
合は、各事業者の実情に合わせて、次
のどの表示方法にするか、あらかじめ
決めておく。
 初めから包材などに書き込む（原料原
産地などの一部を変更した場合は、都
度、新包材などを作成する）。
 製造のたびにインクジェットプリンタな
どで当該箇所を印字する（印字場所を
包材の一括表示欄に示しておく）。
 製造のたびに変更内容のシールを印
刷し、当該場所に貼付する（貼付場所を
包材の一括表示欄に示しておく）。

・＜２．準備段階＞のチェックリストを図
示した上で、フローに従い補足説明す
る。
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関連する表示上の規制 事業者に求められる対応 解説、留意点等 セミナー資料への反映

大項目 中項目 小項目 食品表示基準 食品表示基準について 食品表示基準Q&A その他

適正な食品表示の実施に向けたフローチャート＆チェックリスト

包材の発注（シール印刷
機への入力）

印刷原稿（印刷会社作成のい
わゆる版下）又はシール印刷
機のモニター画面と表示原稿
との間に間違いがないかを確
認しましたか？

・複数人による表示原稿と印刷原稿との
突き合せなどを行い、印刷原稿の正確
性を担保する。
・ラベルシール機を使用する場合は、入
力ミスなどにより、ラベルシール機の入
力画面の記載内容が正しく反映されて
いない場合があるため、同様の対応を
行う。

受領包材（印刷したシー
ル）

受領した包材（又は印刷した
シール）と原稿との間に間違い
がないかを確認しましたか？

・複数人による、納品された包材と印刷
原稿との突き合せなどを行い、納品され
た包材の正確性を担保する。
・ラベルシール機を使用する場合は、機
器のキーボードの押し間違いによる異な
るラベルシールの出力やプリンター故障
による印字脱落などが生じる場合がある
ため、同様の対応を行う。

包材（印刷したシール）の
分別保管

受領した包材（又は印刷した
シール）は、間違いがないよう
に種類ごとに分別して保管しま
したか？

・取り違えを防止するために、仕切りなど
を設けた上で「国産用」、「アメリカ産用」
など、包材における表示の違いを掲示す
るなどの分別保管を厳重に行う。

＜２．準備段階＞
その２：
原材料の調達

仕入先への発注 原材料の産地・品種や遺伝子
組換えの有無などを発注伝票
などで正確に指定して、仕入れ
先に発注しましたか？

・製品の仕様で取り決めた原材料と同じ
製品が確実に納品されるように、発注の
際には、製品仕様書の情報を発注票に
記載するなどにより、仕入れ先に確実に
発注する。

原材料の受入れ時（検収） 納品された原材料と発注伝票
及び納品書（段ボールや包材
記載の産地など）との間に間違
いがないかを確認しましたか？

・包材などに表示する産地などの仕様と
の整合性を図るために、原材料の受入
れ時に、発注伝票と納品書とを突き合わ
せるなどにより正確性を担保する。
・受領した原材料の産地などを証明でき
る納品書は適切に保管しておき、行政に
よる食品表示の監視（原料原産地表示
の表示根拠の確認など）に備えておく。

・荷受け時（検収時）に確認すべきポイ
ントの例を挿入。

・解説頁の図表（発注表や納品書、現
物との突合せ等）を図示し、その重要性
や確認方法について解説する。

原材料の分別保管 納品された原材料は、間違い
がないように産地・品種などご
とに分別して保管しましたか？

・産地などが異なる場合には、仕切りを
設けた上で「国産」、「アメリカ産」などと
掲示をするなどして、原材料の分別保管
を厳重に行う。

＜３．製造段階＞ 製造の指示（製造指示書
の作成）

製造の指示は、使用する包材
などと原材料とを間違えないよ
う作業者に伝えて（又は製造指
示書を作成、掲示により伝え
て）いますか？

・原材料の配合の誤りを防止するため
に、製造指示書を作成して指示するな
ど、正確性を担保する。

・口頭による指示は誤った製造につなが
りかねないため、ノートなどのメモ書きで
もよいので、情報を正しく製造部門に伝
えることが重要。
・「製造指示書 兼 製造日報の例」を挿
入。

・＜３．製造段階＞のチェックリストを図
示した上で、フローに従い補足説明す
る。
・解説頁の「製造指示書兼製造日報の
例」を図示し、その重要性や作成方法
について解説する。

製造開始時（包装ラベル
使用、原材料使用）

製造開始時は、製造の指示
（製造指示書）と使用する原材
料や包材（又はシール）との間
に間違いがないかを確認しまし
たか？

・製造した製品と包材の表示との間の間
違いを防止するため、製造開始前に、製
造の指示（製造指示書）と、実際に使用
する原材料や包材の表示内容が整合し
ているか確認する。

・初回生産や仕様変更を行った場合に
は、製造（表示）責任者は、製造の指示
（製造指示書）に従った配合・製造が行
われているか、生産現場に立ち会う。

製造の記録
（製造日報の作成）

製造した記録（製造記録や製
造日報）を製造の指示（製造指
示書）にそって製造した証拠と
して保管しましたか？

・製造の指示（製造指示書）と使用した
原材料や包材などの表示内容が整合し
ているか確認した結果を製造記録として
保管する。

・社内トレーサビリティの観点からも、原
材料や包材などの仕様に基づく定期的
な在庫の棚卸の実施が望まれる。

＜４．出荷・販売段階＞ 出荷時（出荷準備時） 出荷時又は出荷準備時に、発
注伝票と現物の間に間違いが
ないかを確認しましたか？

・商談時や受注時に原料原産地の指定
や、賞味期限までの残り日数の制約な
どがある場合、出荷伝票と現物とを突き
合わせて確認する。

・＜４．出荷・販売段階＞のチェックリス
トを図示した上で、フローに従い補足説
明する。



7

関連する表示上の規制 事業者に求められる対応 解説、留意点等 セミナー資料への反映

大項目 中項目 小項目 食品表示基準 食品表示基準について 食品表示基準Q&A その他

適正な食品表示の実施に向けたフローチャート＆チェックリスト

商談時 小売業者・卸業者など取引先
との商談の際に、原料原産地
やアレルゲン情報などを伝えて
いますか？

・原材料の原産地のグレードや部位、原
産地などの仕様と表示方法についてあ
らかじめ取引先と商談（商談記録を残す
など）する。

・原産地の切替えなど、製品の仕様変
更が生じた際、包材への反映に加えて、
取引先への連絡が必要かどうかも確認
する。
・取引先で国産使用などのプライスカー
ドやポスターの掲示、取引先がさらに川
下の取引先に販売する場合も想定され
るため、どこまでの仕様変更に対して連
絡が必要かを確認しておく。

自社ウェブサイト上での販
売時

自社のウェブサイト上で販売す
る場合、価格や製品アピール
以外に、消費者の選択に資す
るアレルゲンや原料原産地な
どをウェブサイト上に掲載して
いますか？

消費者庁「食品のイン
ターネット販売における情
報提供の在り方懇談会
報告書」（平成28年12月
13日）

・消費者への適切な情報提供の観点か
ら、製品パッケージなどの必要な情報を
インターネット画面に反映させて、消費
者の選択に資する情報を提供すること
が望ましい。

・製品仕様を一部リニューアルした場合
など、速やかにインターネット画面にもそ
れを反映させることにも留意が必要。



＜消費者庁、高知県共催＞

令和２年度 高知県食品表示セミナー
～新しい「食品表示マニュアル」の解説～

令和3年1月15日

事務局：
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

別紙３
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暫定版マニュアル
最終頁＜参考図書のご案内＞



■趣旨・目的 

食品関連事業者の皆さまにおかれては、食品表示基準に基づく、適正な食品表示の実施につきま

して、日々、お取組を進められていることと存じます。 

この「食品表示実践マニュアル」は、食品関連事業者へのアンケート調査やヒアリング結果を踏

まえ、食品関連事業者が適正な食品表示を実現できるよう、事業者が実施すべき事項やそれらの

根拠となる食品表示基準の該当箇所などをフローチャート形式で整理したものです。また、新製

品の企画から出荷・販売に至る各業務プロセスの流れに沿って、適切な食品表示を行うためのポ

イントについて、チェックリスト形式で解説をしています。 

なお、消費者庁「リコール情報サイト」（食料品）では、不適切な表示に起因するものを含め、

連日のように自主回収の告知が公表されています。たとえ意図的でなくとも、食品表示に関する

認識が不足していると結果的に消費者の期待を裏切ることになりかねません。また、自主回収を

実施するとなれば相応の費用と労力が生じてしまいます。  

食品関連事業者の皆さまにとって、本書が適切な食品表示に関する取組みの一助となれば幸いで

す。 

はじめに

3

暫定版マニュアル
1頁

マニュアルを部分的に切り取って本資料に貼り付けています。本文中に下線や枠線などはありません。本セミナーの解説用に脚色している場合があります。以下同じ。
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暫定版マニュアル
目次

＜対象判断フローチャート＞ ＜対象判断フローチャートの解説＞

＜表示判断フローチャートの解説＞＜表示判断フローチャート＞

＜実践チェックリスト＞

暫定版マニュアルの構成

＜実践チェックリストの解説＞
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暫定版マニュアル
3頁食品表示基準の構成
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暫定版マニュアル
3頁

第3条（横断的義務表示） 第18条

第4条（個別的義務表示） 第19条

第10条 第15条（義務表示） 第24条 第29条 第32条 第37条

第5条 第11条（義務表示の特例） 第20条 第25条 第33条

第6条（推奨表示）

第7条 第12条（任意表示） 第21条 第26条 第34条

第8条 第13条 第16条（表示の方式等） 第22条 第27条 第30条 第35条

第9条 第14条 第17条（表示禁止事項） 第23条 第28条 第31条 第36条 第39条

第1章：総則 第1条（適用範囲） 第2条（定義）

4 5 6 7 9

14 15 17 18

18

24

第2章：加工食品 第3章：生鮮食品 第4章：添加物

8

24 2419

9 11 12 13

20

11 17 21 22 9 11

様式1,2,3 様式2,3,4 様式2,3

第5章：雑則 第40条（生食用牛肉の注意喚起表示） 第41条（努力義務）

1 2 3 10 11 16

食品関連事業者
食品関連事業者

食品関連事業者

以外の販売者一般用 業務用

食品関連事業者 食品関連事業者

以外の販売者一般用 業務用

食品関連事業者

以外の販売者

19

別表第1 食品表示基準の対象となる加工食品 別表第19 一般用加工食品の個別的表示事項

別表第2 食品表示基準の対象となる生鮮食品 別表第20 様式、文字ポイント等表示の方式等の個別ルール

別表第3 食品表示基準の対象となる食品に係る定義 別記様式1 一般用加工食品の表示の様式

別表第4 横断的義務表示事項に係る個別のルール 別記様式4 玄米及び精米の表示の様式

23

9 9 9

25

9

別表

別記様式

凡例

主な別表と別記様式

様式2,3

24

9

第38条

早見表（食品表示基準の「加工食品・生鮮食品・添加物」の
条項と別表・別記様式関連）



第１章 食品表示基準の対象判断フローチャート
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暫定版マニュアル
4頁

自社で販売する食品や
添加物が食品表示基準
の対象か、またどの区
分に該当するのか確認
しましょう。

対象判断フローチャート
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暫定版マニュアル
5頁対象判断フローチャートの解説
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食品表示基準 別表 ご参考

「ご参考」のスライドは、解説用に食品表示基準の別表を切り出して貼り付けています。マニュアルには掲載されていません。必要に応じ、原本を確認してください。以下同じ。
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暫定版マニュアル
6～8頁対象判断フローチャートの解説



第2章 加工食品の表示判断フローチャート＆実践チェックリスト
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暫定版マニュアル
9頁～加工食品の表示判断フローチャート＆実践チェックリスト

販売する食品が、食品表示基準の対象になるか判断します。また、実務的なチェック項目を示します。
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
暫定版マニュアル
10・11頁
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暫定版マニュアル
14頁

 

Q3  容器包装に入れられた加工食品を販売しますか？ 

 

加工食品の表示判断フローチャートの解説
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暫定版マニュアル
15頁

 

Q4  別表第４（個別の表示ルールのある食品）に掲げる個別の定義に

合致する食品ですか？ 

 

加工食品の表示判断フローチャートの解説
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暫定版マニュアル
16頁加工食品の表示判断フローチャートの解説
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食品表示基準 別表 ご参考
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暫定版マニュアル
17頁加工食品の表示判断フローチャートの解説
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加工食品の表示判断フローチャートの解説
暫定版マニュアル
18・19頁
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暫定版マニュアル
20頁加工食品の表示判断フローチャートの解説
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暫定版マニュアル
21・22頁加工食品の表示判断フローチャートの解説
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食品表示基準 別表 ご参考
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暫定版マニュアル
23頁加工食品の表示判断フローチャートの解説
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フローチャートに基づき、適正な一括表示や栄養成分表示の作成に対し、現場で適正な食品表

示を実現するために、実務上の観点から、事業者が実施すべき事項や留意すべき事項を、一般

用加工食品の企画から製造・販売に至るまでのプロセスについて、以下の 4 つに区分し、各プ

ロセスにおいて、適正な食品表示を実現するための実務上のポイントをチェック項目として整

理しています。 

 

1．企画段階 

一般用加工食品は自社企画部門などにおいて、小売からの要望などを契機に、新製品を企画し、

試作を重ねて配合（レシピ）が確定します。そして、原材料を安定的に供給できる仕入先を選

定した上で、保存試験や製造試験などを経て製品仕様が固まるのが一般的です。ここでは、製

品仕様に基づき製品パッケージに記載すべき表示内容を決定するまでのチェック項目について

解説します。 

 

2．準備段階 

1．の企画段階で決定した製品仕様に基づき、適正な食品表示を反映させた製品を製造するため

には、その準備段階として製品仕様（書）を踏まえた包材（ラベルシール）の作成と、食品表示

に合致した原材料を調達する必要があります。ここでは、製造を行う前段階（準備段階）とし

て確認しておくべきチェック項目について、「その1．包材（ラベルシール）の作成」「その2．

原材料の調達」に分けてそれぞれ解説します。 

 

3．製造段階 

包材（ラベルシール）を適正に作成し、産地などが明確な原材料を調達したものの、製造段階

における製造指示が曖昧だったり、製造現場で包材や原材料を取り違えるなどの人為的ミスが

発生しています。そこで、製造指示に基づき包材などに紐づく原材料を使用して適正に製造し

た旨の記録を残すなど、製造段階で確認すべきチェック項目について解説します。 

 

4．出荷・販売段階 

原材料と製品パッケージの表示が合致した製品を製造したとしても、受注に基づく出荷や商談

に基づく販売で、取引先（消費者含む）とのコミュニケーション不足が契機となり、結果とし

て食品表示に不具合が生じることが多々あります。そこで、完成品を適切に販売するまでに確

認すべきチェック項目について解説します。 

実践チェックリストの解説
暫定版マニュアル
12・25頁
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
12頁
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
26頁

一括表示の原材料名欄や添加物欄は重量割合順に記載する必要があるため、原材料の配合割

合を明確に把握する必要があります。そのためには、試作などで決定した配合（レシピ）に

基づき原材料を洗い出し、下表のように割合の多い順に並べ直した配合表を作成するとよい

でしょう。 

配合表には重量割合（配合比）の他に、一括表示の参考となる各種情報（各原材料の産地（製

造地）、添加物用途名、アレルギー・遺伝子組換え情報など）や仕入先情報も併記してくと原

材料の管理がしやすくなります。 



（3）製品企画（原材料や製法、パッケージの表示内容）の決定 

①仕入先から加工食品の状態で原材料を仕入れる場合に含まれるアレルゲ

ンや遺伝子組換え、添加物など、自社の一括表示に影響する項目を確認

しましたか？ 
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
28・29頁

加工食品を調達し、自社製品に使用する場合は、調達する加工食品に含まれるアレルゲン・

遺伝子組換え・添加物・栄養成分などに関して、その製品の仕様書などを入手して内容を確

認し、自社製品の一括表示に反映させてください。 

配 

 留意点  

自社製品に、この錦糸たまごを使用する場合は、自社製品のアレルゲン表示として「卵」

「乳成分」「鶏肉」の追記が必要になります。 
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
32頁

（3）製品企画（原材料や製法、パッケージの表示内容）の決定 

④新たな製品の表示内容（一括表示や栄養成分表示など）は、製品仕様書

（商品カルテ）のような企画書やメモとして文書（文字）で残しました

か？ 

 

 

 

 

 

製品パッケージに記載すべき食品表示に抜け漏れがないよう、各種団体策定の製品規格書、

卸業や小売業など策定の製品仕様書（商品カルテ）のフォームを活用し、必要事項を記入す

るとよいでしょう。 
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
12頁
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
35・36頁
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
12頁
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
38頁
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1．企画段階 2．準備段階 3．製造段階 4．出荷・販売段階
暫定版マニュアル
12頁
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ご静聴、誠にありがとう
ございました。



高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課からのご案内

食品関連事業者の皆さまにおかれましては、新しい食品表示基準や原料原産地表示制度など、食品表示制度
の改正への対応に取り組まれていることと察します。

高知県では、消費者庁の委託事業において、「適正な食品表示の普及啓発施策」に関するモデル自治体として、
食品表示に係る留意点や、関連する規則類を整理した「食品表示マニュアル」の発行に取り組んでいます。

今回のセミナーでは、「食品表示マニュアル」の試作版を使って、食品表示のポイントを解説します。

（ご注意）新型コロナウイルス対策の観点から、Web配信による開催とさせていただきます。リアルタイム配信の
ほか、リアルタイム配信の模様を録画して期間限定で公開する配信の2通りで実施します。

お申込方法や受講までの流れについては、裏面をご覧ください

消費者庁、高知県共催

令和２年度 高知県食品表示セミナー
～新しい「食品表示マニュアル」の解説～ 参加費無料

Web開催

MS&ADインターリスク総研(株) リスクマネジメント第三部 製品安全グループ

担当 吉田 090-1876-6164（03-5296-8974）

• 本セミナーは消費者庁委託事業の一環として実施します。多岐に亘る食品に対し、どのような食品表示
が必要なのかについて、簡便で分かりやすいマニュアル作成を目指しています。

• より使いやすいマニュアルを作成するため、食品関連事業者におかれてましは、忌憚のない意見をいただ
きますようお願いします。

高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課 担当 浜渦、井上

TEL：088-821-4541

１．リアルタイム配信によるセミナー

日 時 令和3年1月15日（金） ログイン開始 13:15 から

プログラム

食品表示マニュアル解説 ｜ 13:30～15:00

（１）加工食品／生鮮食品／添加物の表示判断フローチャート、
および実践チェックリストの解説

（２）高知県特産品を使った例示

２．後日の公開配信（１．を録画したもの）

公開期間
令和3年1月22日（金）9:00 ～ 25日（月）21:00

＊上記期間中はいつでもご覧いただけます。所要時間：約90分

講 師
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第三部 製品安全グループ 上席テクニカルアドバイザー笹川秋彦 氏

セミナーの内容に関する

お問い合わせ先

本ご案内に関する

お問い合わせ先

別紙４



お申込みから受講までの流れ

セミナーに関する
お問合せ先

＊ご登録いただいた情報については、個人情報保護条例に基づき適正に管理いたします。

＊当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りいたします。

＊セミナーを受講された方には、受講後にアンケートを送信させていただきますので、ご協力を
お願いします。

リアルタイム配信 をご希望の方

令和3/1/15（金）

後日の公開配信 をご希望の方

令和3/1/22（金）～1/25（月）

WEBにて
お申込み

お申込み後は受付完了メール（自動配信）をお送りします。
届かない場合は、お手数ですが下記お問合せ先までご連絡ください。

メールでの
ご案内

セミナー前日に受講方法をお知らせします。
Zoom URLにアクセスしていただき事前登
録をお願いします。

公開開始前日に受講方法をお知らせ
します。

受講方法

ログイン開始時間になりましたら、メールでご
案内しましたZoom URL にアクセスし、ご
登録いただいた氏名・メールアドレス等を入
力頂くと、ログインが可能となります。

公開期間中に、メールでご案内しまし
た URL にアクセスし、ID・パスワードを
入力の上、ご視聴ください。

https://www.irric.co.jp/seminar_form/
index.php?code=9a34c72c4b6cb7a4

定員 80名｜先着順 1社2名様まで
申込〆切 令和3年1月13日（水）

https://www.irric.co.jp/seminar_form/
index.php?code=b0352515698181df

定員 300名
申込〆切 令和3年1月20日（水）

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 リススクマネジメント第三部 製品安全グループ

担当 吉田 TEL：090-1876-6164 （ 事務所TEL 03-5296-8974 ）

受付時間 9:00～17:00（ 土・日・祝日を除く ）

（消費者庁事業受託事業者）



1 

質問票 

【基礎情報】 

（1）貴社全体の従業者数（常用雇用者※）について、あてはまるもの１つに○印を記入してください。

（2021 年 1 月 1 日時点）

※常用雇用者とは、期間を定めずに雇用している人、または１か月を超える期間を定めて雇用している人をいいま

す。

a.1～5 名 b.6～20 名 c.21～50 名 d.51～100 名 e.101～300 名 f.301 名～

（2）貴社の売上について、あてはまるもの１つに○印を記入してください。（直近の会計年度ベース）

a.1000 万円未満 b.1000 万円以上 5000 万円未満 c.5000 万円以上 1億円以下

d.1 億円以上 5億円未満 e.5 億円以上 10 億円未満 f.10 億円以上～50 億円未満 g.50 億円以上

【昨年 10 月のアンケート調査について】 

昨年 10 月に同様のアンケートを実施しましたが、そのときのご回答状況について伺います。 

a. 回答している b. 回答していない c. 不明

【食品表示実践マニュアルについて】 

（1）本セミナーで使用した「食品表示実践マニュアル」について、以下選択肢の中からあてはまるものの数字を回答

欄にご記入ください。 

＜選択肢＞ 

1．大変分かりやすい  2．分かりやすい  3．やや分かりにくい 

4．分かりにくい（その理由： ） 

①「食品表示基準の対象判断フローチャート」について

回答：（ ） 4 と回答した方はその理由（ ） 

②「対象判断フローチャートの解説」について

回答：（ ） 4 と回答した方はその理由（ ） 

③「加工食品の表示判断」フローチャートについて

回答：（ ） 4 と回答した方はその理由（ ） 

④「実践チェックリスト」について

回答：（ ） 4 と回答した方はその理由（ ） 

【食品表示制度に対する状況について】 

（2）食品表示制度に係る以下の各事項について、以下選択肢の中からあてはまるものの数字を回答欄にご記入くださ

い。 

＜選択肢＞ 

1．従来より理解できている 2．食品表示マニュアルやセミナーにより理解した 

3．理解が不十分である 

①自社の製品が食品表示基準の個別の定義（食品表示基準別表第 3）に該当するか確認する必要性について

回答：（ ）

②包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、原材料名の表示ルールを確認する必要性について

回答：（ ）

③包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、原材料の重量割合上位 1 位の産地や製造地の表示ルー

ルを確認する必要性について

回答：（ ）
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④包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、添加物の表示ルールを確認する必要性について 

  回答：（ ） 

 

⑤包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、アレルゲンの表示ルールを確認する必要性について 

  回答：（ ） 

 

⑥包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、遺伝子組み換えの表示ルールを確認する必要性につい   

 て 

  回答：（ ） 

 

⑦包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、表示責任者としての食品関連事業者（製造者・加工者・

販売者・輸入者）の表示ルールを確認する必要性について 

  回答：（ ） 

 

⑧包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、製造・加工者としての製造所・加工所の表示ルールを

確認する必要性について 

  回答：（ ） 

 

⑨包材やシールに記載する一括表示欄を作成するときに、栄養成分の表示ルールを確認する必要性について 

  回答：（ ） 

 

⑩新たな製品の「賞味期限（消費期限）」や「保存方法」を決めるための保存試験の必要性について 

  回答：（ ） 

 

（3）上記（2）の質問について、「3.理解が不十分である」と回答した方にお伺いします。 

特に理解が不十分な事項は上記（2）の①から⑩のうちいずれでしょうか。複数の事項で 3.と回答した方は、そ

のなかから最も理解が難しいと考えるもの 1 つを選んでお答えください。 

また、その理由について併せてお答えください。 

最も理解が難しいもの：（ ） 

その理由：1．何を参照したらよいかが分からない 

2．何のために決まりを確認しなければならないのかが分からない 

3．決まりが複雑すぎて分からない 

4．その他（自由記入）（         ） 

 

【食品表示制度に対する取り組み内容について】 

（4）今回のセミナーで示した食品表示マニュアルの「実践チェックリスト」に関連してお聞きします。 

以下の各段階のチェック内容について、以下選択肢の中からあてはまるものの数字を回答欄にご記入ください。 

1．取り組んでいる  2．従来より取り組むことを検討していた 

3．セミナー受講を機に今後取り組もうと考えている  4．取り組む予定はない 

 

＜企画段階＞ 

①新たな製品を企画したときは、試作などを行い、原材料の重量割合を明確にしている。 

  回答：（ ） 

 

②重量割合上位 1 位の原材料の産地・製造地は、仕入先との商談の際に確認する。 

  回答：（ ） 

 

③仕入先は、安定供給や季節変動にも対応できる業者を選定したり、複数の業者を確保する。 

  回答：（ ） 

 

④新たな製品の表示内容（一括表示や栄養表示等）は、商品仕様書（商品カルテ）のような企画書やメモとして

文書（文字）で残す。 

  回答：（ ） 

 

⑤新たに販売する生鮮食品の表示内容（産地や個別的表示事項等）は、販売計画書（商談シート）やメモとして

文書（文字）で残す。 

  回答：（ ） 
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以下は、仕入先から加工食品の状態で原材料を仕入れている方が対象です。 

⑥その原材料に含まれるアレルゲンや遺伝子組換え、添加物等、自社の一括表示に影響する項目を確認する。 

  回答：（ ） 

 

＜製造の準備段階＞ 

（その 1：包材の発注／自社によるシール印刷） 

⑦包材やシールの表示原稿（印刷原稿案）が、予定している表示内容（商品仕様書や企画等のメモ）と合ってい

るかを確認する。 

  回答：（ ） 

 

⑧印刷原稿（印刷会社作成のいわゆる版下）またはシール機のモニター画面が、表示原稿と合っているかを確認

する。 

  回答：（ ） 

 

⑨受領した包材（または印刷したシール）は、取り違えないように種類ごとに分別して保管する。 

  回答：（ ） 

 

（その 2：仕入れ・調達） 

⑩原材料の産地・品種や遺伝子組換えの有無等を発注伝票等で正確に指定して、仕入れ先に発注する。 

  回答：（ ） 

 

⑪納品された原材料は、発注伝票と納品伝票（段ボールや包材記載の産地等）とを突き合わせる。 

  回答：（ ） 

 

⑫納品された原材料は、取り違えないように産地・品種等ごとに分別して保管する。 

  回答：（ ） 

 

＜製造段階＞ 

⑬製造の指示は、使用する包材等と原材料とを間違えないよう作業者に伝える（または製造指示書を作成、掲示

により伝える）。 

  回答：（ ） 

 

⑭製造開始時は、製造の指示（製造指示書）と使用する原材料や包材（またはシール）とが合っているかを確認

する。 

  回答：（ ） 

 

⑮製造した記録（製造記録や製造日報）は、製造の指示（製造指示書）にそって製造した証拠として保管する。 

  回答：（ ） 

 

＜出荷・販売段階＞ 

⑯出荷時（または出荷準備時）は、発注伝票と現物とを突き合わせて確認する。 

  回答：（ ） 

 

⑰小売・卸など取引先との商談では、原料原産地やアレルゲン情報等を伝える。 

  回答：（ ） 

 

【本セミナー内容に関するご質問】 

本セミナーの内容に関して、ご質問があればご記入ください。 

 

 

 

 

【その他ご意見、ご感想】 

上記以外でご意見、ご感想があればご記入ください。 

 

 

 

以上 
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